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Ⅰ 食の安全安心の確保に関する施策の実施状況の概要

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

イ 生産者の取組への支援

食品の生産においては，安全で安心できる食品を望む消費者の期待に応えられるよう，

生産者自らが食の安全安心の必要性を身近に感じ，取り組むことが必要であり，その取

組を促進する施策を実施した。

農業関係では，「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」の普及拡大に努め

るとともに，農業生産工程管理（ＧＡＰ）に基づく自主的な衛生管理の取組を推進した。
ギ ヤ ツ プ

また，農薬使用者等に対する立入検査を通じて，農薬の適正使用を推進した。

畜産関係については，県内全ての牛に管理用個体識別番号耳標を装着し，牛の生産履

歴が把握できる体制を継続した。

東日本大震災により被災したカキ共同処理施設について復旧整備を実施し，浄化施

設を併設するなどの安全対策を取った。

ロ 安全な農水産物生産環境づくり支援

食の安全安心を確保するためには，個々の生産者だけでは解決しにくい課題があるこ

とから，生産者が積極的に安全な農産物等の生産に取り組むことができる環境整備に努

めた。

農業関係では，病害虫の防除対策の支援，土壌診断システムの開発，カドミウム（Ｃ

ｄ）基準値超過米の発生抑制対策の推進により，安全な農産物の生産を図った。また，

放射性物質濃度のデータを活用し，必要な営農対策等について指導助言等を行った。

畜産関係では，家畜伝染病予防法に基づく検査により，家畜伝染病等の発生予防とま

ん延防止を図り，経済的損失を防ぐとともに，安全で高品質な畜産物の生産を図った。

水産関係では，出荷が可能となった県産二枚貝等について，食中毒未然防止及び信頼

性向上のための貝毒検査を実施した。

ハ 事業者に対する支援

ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた本県独自の衛生管理手法「みやぎ食品衛生自主管理
ハ サ ツ プ

登録・認証制度」について，事業者への普及推進に努めた。また，米穀等の取引等に係

る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビリティ法）の全部施行に

伴う周知啓発や立入検査，「食材王国みやぎ地産地消推進店」の登録推進を図った。
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(２）監視指導及び検査の徹底

イ 生産者に対する安全性の監視及び指導の徹底

食品の生産段階での安全性を確保するため，農薬の販売者及び使用者に対する立入検

査，肥料・飼料の安全性確保のための立入検査及び動物用医薬品販売業者への立入検査

を行うとともに，高病原性鳥インフルエンザの予防のための定期的な監視・検査等を実

施し，生産物の安全安心の確保に努めた。

ロ 事業者に対する安全性の監視及び指導の徹底

食品衛生法に基づき，毎年度策定している宮城県食品衛生監視指導計画による，食品

営業施設の監視指導並びに輸入食品を始め県内に流通する食品の規格基準の検査，食品

中の残留農薬，ノロウイルス及びＢＳＥ検査等を実施し，飲食に起因する危害防止に努

めた。

東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染が懸念されることから，県内

産主要農林水産物の放射性物質検査を行うとともに，市町村等が実施する放射性物質測

定検査に係る経費に対し，交付金による支援を行った。

水産物については，県内の主要魚市場に簡易測定器を貸与し，スクリーニング調査に

よる安全確認を行うとともに，「宮城県水産物放射能対策連絡会議」を設置し，基準値

を超える水産物を市場に流通させないよう万全な対策を講じた。

本県産の牛肉についても，と畜場において放射性物質の全頭検査を実施した。また，その

検査に要する検査機器の整備を行った。

ハ 食品表示の適正化の推進

食品表示の適正化を推進するため，ＪＡＳ法，食品衛生法などの関係法令に基づき監

視指導を行った。また，食品表示ウォッチャーによる食品表示モニタリング調査，輸入

生かき偽装防止特別監視員（オイスターＧメン）による監視指導を実施した。

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

イ 情報の収集，分析及び公開

食の安全安心の確保のためには，情報の共有が重要であることから，みやぎ食の安全

安心消費者モニターアンケートや食の安全安心に関する研修会（テーマ「食と放射性物

質」）等により県民の意向の把握に努めたほか，宮城県食品衛生監視指導計画に基づく

監視指導結果等を取りまとめて公表した。

みやぎ食料自給率向上県民運動については，標語募集・出前講座・パネル展示等により

県民に広く周知した。
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ロ 生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進

食の安全安心の確保のためには，消費者，生産者及び事業者の相互理解のもと，信頼

関係を構築することが重要であることから，食の安全安心セミナー（テーマ「食品中

の放射性物質」）の開催，「地域の食と農の相談窓口」の設置，民間企業等と連携した

地産地消のＰＲ，学校給食への県産食材の利用拡大の働きかけ等により消費者，生産者

及び事業者等の相互理解を促進した。

（２）県民参加

イ 県民総参加運動の展開

消費者，生産者及び事業者，県が協働して「安全で安心できる食」の実現を目指し，

消費者が参加する「みやぎ食の安全安心消費者モニター制度」及び生産者・事業者が

自ら取り組む「みやぎ食の安全安心取組宣言」を中心に「みやぎ食の安全安心県民総

参加運動」を推進した。

ロ 県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映

食の安全安心消費者モニターアンケートの実施，食の安全安心セミナーでの意見交換

等，様々な機会を活用し広く県民の意見を収集した。また，食品表示１１０番及び食の

１１０番を設置し，県民の申し出に対応した。

３ 食の安全安心を支える体制の整備

（１）体制整備及び関係機関等との連携強化

イ 食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進

みやぎ食の安全安心推進条例に基づいて，知事を本部長とする宮城県食の安全安心対

策本部会議を設置し，関係部局の横断的な取組を進めた。

また，関係各課に配置されている食の安全安心推進員による定例会議を開催し，基本

計画に基づく施策の進ちょく管理及び議会報告に向けた実績の取りまとめ等を行った。

ロ みやぎ食の危機管理基本マニュアル等（個別のマニュアルを含む）による迅速な対応

みやぎ食の危機管理基本マニュアルを整備するとともに，食の危機管理対応チーム定

例会議(毎月１回)を開催し，個別の対応マニュアルに基づく事案や東京電力福島第一原

子力発電所事故により飛散した放射性物質による食品の汚染対策について情報の共有化

を図った。
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ハ 食の安全に関する調査・研究の充実

生ガキのノロウイルス対策として，公定法に向けた検査手法の実用化のため，検証デ

ータの蓄積を図った。

ニ 国，都道府県，市町村との連携

厚生労働省等から適宜違反食品等に係る情報の提供を受けるとともに，国に対しても

違反食品等の情報の提供を行った。また，食品表示の適正化に向けて，国（東北農政局）

と連携を図り，疑義情報に迅速に対応した。

（２）みやぎ食の安全安心推進会議

「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第２期）」に基づく施策の実施状況に

ついて評価を受け，各種施策に反映させた。

４ 食品に係る放射能対策（再掲）

（１）安全で安心できる食品の供給の確保

東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染が懸念されることから，県内

産主要農林水産物の放射性物質検査を行うとともに，市町村等が実施する放射性物質測

定検査に係る経費に対し，交付金による支援を行った。

水産物については，県内の主要魚市場に簡易測定器を貸与し，スクリーニング調査に

よる安全確認を行うとともに，「宮城県水産物放射能対策連絡会議」を設置し，基準値

を超える水産物を市場に流通させないよう万全な対策を講じた。

本県産の牛肉についても，と畜場において放射性物質の全頭検査を実施した。また，そ

の検査に要する検査機器の整備を行った。

（２）食の安全安心に係る信頼関係の確立

みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケートや食の安全安心に関する研修会（テーマ

「食と放射性物質」）等により県民の意向の把握に努めた。

食の安全安心の確保のためには，消費者，生産者及び事業者の相互理解のもと，信頼関

係を構築することが重要であることから，食の安全安心セミナー（テーマ「食品中の

放射性物質」）を開催した。

（３）食の安全安心を支える体制の整備

食の危機管理対応チーム定例会議(毎月１回)を開催し，東京電力福島第一原子力発電所

事故により飛散した放射性物質による食品の汚染対策について情報の共有化を図った。
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基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－イ

Ⅱ 食の安全安心の確保に関する基本的な計画に係る施策ごとの実施状況

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

イ 生産者の取組への支援

(イ) 安全な農産物生産に対する意識の高い経営者の育成

化学合成農薬及び化学肥料を節減した農産物を県が認証する「みやぎの環境にやさ

しい農産物認証・表示制度」について，パンフレットを作成し，各種催事において配

布するなど，県認証制度の普及拡大に努めた。また，「みやぎまるごとフェスティバ

ル」の環境保全型農業紹介コーナーにおいて，震災や風評被害に負けずに県認証制度

に取り組んで頑張っている農業者をＰＲした。

(成果)

・「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」による取組状況

生産登録面積 ３,２２１ｈａ（前年比９９％）
取組件数 ５１５件 (前年比８６％)

・エコファーマーは，６ ,８０７人(H ２５.２末現在）で，平成２３年度末より１,
９３６人減少した。

※販売農家数４９，３８４戸（２０１０年世界農林業センサスより）

●「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」のマーク

農薬・化学肥料 農薬不使用・化学肥料

不使用栽培農産物 節減栽培農産物

農薬節減・化学肥料 農薬・化学肥料

不使用栽培農産物 節減栽培農産物

(ロ) 農業生産工程管理（ＧＡＰ）等の普及拡大
ギ ヤ ツ プ

ＧＡＰに取り組んでいる，または，取り組もうとしている生産者，農業法人協会会員

や各農協を対象にＧＡＰ推進研修会を開催した。また，各農業改良普及センター職員を

ＪＧＡＰ指導者基礎研修会に参加させ，ＪＧＡＰ指導者育成に努めた。

(成果)

・ＧＡＰ推進研修会により，生産者及び農協職員等へのＧＡＰ導入への認識が高

まった。



- 6 -

基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－イ

・ＪＧＡＰ指導者基礎研修に参加し，ＪＧＡＰ基礎指導員９名を育成した。

各農業改良普及センター職員８名＋農産園芸環境課職員１名＝合計９名

(ハ) 農薬の適正使用の推進

販売者及び使用者に対する立入検査を実施した。使用者に対して「農薬使用基準」

に基づき有効期限切れ農薬の適切な処分や保管管理の時の施錠や生産履歴の記帳等に

ついて指導した。販売者に対しては農薬と他資材との区分，有効期限切れ農薬の適正

処分などを指導した。

農薬管理指導士は，平成２３年度に休止した新規養成研修会を再開し，更新研修会

（５回）を実施した（平成２４年度，移行最終年）。

(成果)

・農薬管理指導士の更新や農薬危害防止運動等により，農薬の適正使用への意識

が高まった。

・農薬適正使用推進員の認定資格者を，農薬管理指導士へ認定移行し，資格の一

本化を図り，細かな対応が実現できた。

立入検査数 販売店４３８件，農業者１３３件

農薬管理指導士は，１ ,２５０人
前年度（１,１４６人）より１０４人（９.１％）増加

(ニ) 牛のトレーサビリティシステムの推進

牛の生産履歴を管理するための個体識別番号耳標の

装着に係る各種変更手続き及び登録エラー解消等の支援

を行った。

(成果)

個体識別番号耳標の装着により，牛の生産履歴が把

握できる体制が確立されており，国産牛肉の信頼性確

保に努めている。

※飼養頭数 乳用牛２３，２００頭，肉用牛８９，６００頭
（平成２４年２月１日現在，「畜産統計」より）

(ホ) 水産関係の施設等の整備支援

東日本大震災により被災したカキ共同処理施設について復旧整備を実施し，浄化施設

を併設するなどの安全対策を取った。

(成果)

新たに１３施設について復旧整備を実施した。

耳標を装着した牛
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基本計画の大分類－中分類－小分類

１－（１）－イ

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

認定エコファーマー数 ９,２８４人 ６,８０７人 １１,０００人

環境保全型農業取組面積（注) ２１,８５７ ha ２７,７９４ ha ４５,０００ ha

第三者認証ＧＡＰ取得農場数 ６農場 ５農場 ５０農場

耳標の装着率 １００％ １００％ １００％

（注）環境保全型農業取得面積：ＪＡＳ有機農産物及び特別栽培農産物（県認証農産物，環境保全米等）

の栽培面積

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

環境にやさしい農業定着促進 １０,８５４ 特別栽培農産物を県が認証する「みやぎの環境に
事業 [１０,８５４］ やさしい農産物認証・表示制度」を運営した。また，
（農産園芸環境課） 環境と調和した持続性の高い農業に取り組むエコフ

ァーマーの活動を支援した。

生産工程管理推進事業 ７０５ 第３者認証ＧＡＰ取得農場数を増やすため，ＧＡ
（農産園芸環境課） [１６４] Ｐ推進研修会を実施し，ＪＧＡＰ指導員基礎研修に

より，ＪＧＡＰ指導員９名を育成した。

農薬安全使用指導事業 ２,２４２ 農薬の適正使用を推進するため，販売者及び使用
（農産園芸環境課） [１,１２１] 者に対する立入検査を実施し，農薬管理指導士の育

成を図るとともに，農薬危害防止運動を展開した。

共同利用施設災害復旧整備事 ８８８,９６１ 被災したカキ処理場の復旧整備に係る補助を実施
業 [１７,７９２] した。
（水産業基盤整備課）
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１－（１）－ロ
ロ 安全な農水産物生産環境づくり支援

(イ) 病害虫の適正防除及び土づくりの推進

指定病害虫や指定外病害虫に関して，定期的な巡回調査を実施するとともに，防除情

報を提供し，県関係機関及び農業者団体等に対して適切な防除の支援を行った。

また，環境負荷のより少ない病害虫防除を推進するため，難防除病害虫や薬剤抵抗

性を有する病害虫の防除対策を検討した。

土づくりについては，簡易に土壌診断等ができる土壌診断システム「そいるくん

（ver １）」を開発し，宮城の試験研究の取組成果として，ホームページにて公開する
予定とした。また，地域未利用有機物の適正な情報とその活用を図るため，県内８

か所に現地実証を設置し，その生育や肥料コストを地域の農業者に示した。

(成果)

・定期予報１６回，特殊報２回，注意報・防除情報・その他の情報９回発表。

農作物の安定生産を確保するため，的確な防除対策を支援することができた。

・「そいるくん（ｖｅｒ１）」を開発し，誰でも簡単に土壌診断ができるようにな

ったことから，土壌改善及び生産性の向上につながった。

・地域未利用有機物を活用した現地実証ほ設置を通じ，肥料費の削減や生産性の

向上を実証することができた。一方で，有機物の施用量等の留意点も明らかに

なった。

(ロ) 土壌環境適正化の推進

カドミウム（Ｃｄ）基準値超過米の発生を抑制するため，適正な水管理の徹底を推

進した。県の調査やＪＡ等が自主的に行う立毛調査やロット調査への支援と古川農業

試験場での確定分析を行い，基準値を超過した産米については，市場流通しないよう

廃棄処理した。

さらに，米以外の畑作物等についても新たに基準値の設定が見込まれることから，

県内の状況を把握するためのＣｄ土壌濃度及び畑作物Ｃｄ含有量調査を行った。

東京電力福島第一原子力発電所の事故により，食品の放射能汚染が懸念されるため，

放射性物質濃度のデータを活用し，必要な営農対策等について指導助言等を行った。

(成果)

・平成２４年は，平成２３年同様に夏場が高温で出穂時期前後に少雨だったもの

の，適正な水管理を徹底した結果，０ .４ｐｐｍ以上の基準値超過米は，２ ,１
６８袋(３０ｋｇ/袋)と，直近では数量の多かった平成２２年(１１ ,５９９袋
（３０ｋｇ/袋）の２割弱に抑えることができた。基準値を超過した産米は，全
て廃棄処理し，市場流通していない。

・国や各関係機関・団体と連携し，農産物や土壌など放射性物質検査計画を作成

し検査を実施した。これにより，基準値を超過する農産物の市場流通を防ぐこ

とができた。

検査点数（H24.4～ H25.3） 非農産物（土壌定点調査） 県内２７点
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１－（１）－ロ
(ハ) 家畜伝染病の発生予防とまん延防止

家畜伝染病予防法に基づく検査を実施（牛豚鶏延べ２,１６７,１０３頭羽）し，家
畜伝染病等の発生予防とまん延防止を図るとともに，慢性疾病発生低減のための検査

・指導を実施した（牛１２戸，豚９戸，鶏７戸）。

(成果)

家畜伝性病の検査を実施し，患畜の摘発・とう汰を推進することにより発生予

防及びまん延防止が図られ，経済的損失を防ぎ，安全で高品質な牛乳・乳製品を

含む畜産物の生産が推進された。

慢性疾病については，生産性を阻害する疾病を対象に実施し，疾病の発生と経

済的損失の低減が図られた。

(ニ) 貝毒検査及び生かきのノロウイルス対策の推進

出荷が可能となった県産二枚貝等について，食中毒未然防止及び信頼性向上のた

めの貝毒検査を実施した。また，貝毒原因プランクトンの出現調査を実施し，生産者

等にホームページ等で情報提供を行った。

県漁協等が自主的に実施している検査の情報収集を行い，出荷等についての指導を

行う検査時間の短縮が見込める，ＡＢＣ－ＬＡＭＰ法の実証試験及び普及を図った。

(成果)

・順次出荷が再開されたカキ，ホタテ等の二枚貝及びトゲクリガニの貝毒を検査

し，食中毒の未然防止が図られた。

下痢性貝毒検査：１１４回

麻痺性貝毒検査：１２８回

・漁協により，貝毒検査（２６２回），ノロウイルス検査（６５９回），規格及び

海域検査（２７９回）が実施された。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

農作物有害動植物発生予察情 発生予察（予察 発生予察（予察 発生予察（予察
報発行回数 情報）１０回 情報）１６回 情報）１０回

（その他情報等）（その他情報等）（その他情報等）

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

農作物有害動植物発生予察事 ５,３３９ １０作物に対して，国指定の病害虫３２種，指定
業 [２１１] 外病害虫８１種の発生状況について調査した。
（農産園芸環境課）
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１－（１）－ロ

発生予察支援対策事業 １,２８０ 難防除病害虫や薬剤抵抗性を有する病害虫の防除
（農産園芸環境課） [０] 対策の検討と大豆害虫の総合的防除の現地実証を行

った。

地域資源未利用資材の活用に １,９６９ ・土壌診断システム「そいるくん（ver １）」の開
よる肥料費低減技術開発普及 [１,９６９] 発
事業 ・現地実証ほの設置
（農産園芸環境課）

農用地土壌汚染対策推進事業 １３,６９６ 吸収抑制資材の効果確認調査や汚染地域における
（農産園芸環境課） [１３,６９６] 各種調査，水管理による吸収抑制対策の実施の強化

を図った。

農作物・土壌対策事業 １,７７２ 土壌及び畑作物実態調査を踏まえ，畑作物のカド
（農産園芸環境課） [８８６] ミウム吸収抑制技術の実証試験，土壌浄化技術の実

証試験を実施した。

土壌汚染対策事業 ９,２４０ 高濃度汚染地域のほ場整備に併せて，吸収抑制資
（農産園芸環境課） [９,２４０] 材の散布を実施した。

農産物放射能対策事業 ８５,８５０ ・農産物（野菜類）の放射性物質調査
（農産園芸環境課） ［６１,１８９］ ・穀類の（米・麦・大豆）の放射性物質調査

・水田土壌などその他の放射性物質調査

家畜伝染病予防事業 ４３,２２０ 家畜伝染病予防法に基づき，家畜伝染病，家畜伝
（畜産課） [３３,８７１] 染性疾病の発生予防及びまん延防止を図った。

家畜衛生対策事業 １２,００６ 家畜の慢性疾病の発生低減のための検査・指導を
（畜産課） [９,１３３] 実施した。

有用貝類毒化監視対策事業 ５,３１３ 食中毒の未然防止のため，県産二枚貝等の貝毒検
（水産業基盤整備課） [３,８８０] 査を実施した。

生ガキノロウイルス対策事業 ２,８１７ 県漁協等が自主的に実施している検査に情報収集
（水産業基盤整備課） ［２,８１７] を行うとともに，出荷等についての指導を行った。

養殖生産強化事業 １,６５０ 被災した漁業者の安全対策に係る負担を軽減する
（水産業基盤整備課） ［１,６５０］ ため，漁協が実施するノロウイルス自主検査，貝毒

自主検査，規格自主検査，及び海域自主検査につい
て，１／６を補助した。
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１－（１）－ハ
ハ 事業者に対する支援

(イ) 営業者の自主的な衛生管理体制の整備の推進

食品業界全体の衛生レベルの向上を図るため，ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた本

県独自の衛生管理手法「みやぎ食品衛生自主管理登録・認証制度」について，事業者

に対し講習会等を開催し，その普及推進に努めた。

平成２４年度の新規登録は１施設，認証は２件あったが，震災により施設が被災し

たため廃業した事業者があり，平成１６年度からの延べ登録施設数は４０施設，延べ

認証工程数は２６工程（１９施設）にとどまった。

(成果)

東日本大震災の影響により，「みやぎ食品衛生自主管理登録・認証制度」によ

る登録・認証件数は減少したが，復旧，復興再建に当たりＨＡＣＣＰの手法導入

に対する事業者の関心は高く，研修会への参加も多かった。

※ 登録とは，知事が要綱で定めた基準以上の施設・設備等を備え，自主衛生管理を行っていると認められる

県内（仙台市を除く。）の食品製造施設等について保健所（支所）長が施設の「登録」を行うこと。

※ 認証とは，登録した施設が自主衛生管理を１年以上実施しているとともに，特定した主要食品を製造，加

工又は調理する工程で基準以上の衛生管理方式を実施していると認められる施設の製造工程について知事が

「認証」すること。

●「みやぎ食品衛生自主管理登録・認証制度」

(ロ) 中間流通業者，販売店等におけるトレーサビリティシステムの構築

平成２３年７月に米トレーサビリティ法が全部施行となったことから，東北農政局

と「米穀の流通監視業務に係る国と宮城県との間の申し合わせ」を行い，立入検査等

を行ってきた。

また，東北農政局と連携し，関係者に対しパンフレットの配布を行うなど，周知啓

発を図った。

(成果)

説明会の開催やパンフレットの配布等により制度の普及啓発が図られた。

(ハ) 外食産業の事業者の自主的な原材料の原産地表示の取組拡大

県産食材を積極的に利用し，地産地消の推進に取り組んでいる県内の飲食店等を

「食材王国みやぎ地産地消推進店」として登録し，使用する県産食材の産地等をメニ

ュー等で表示する取組を行った。
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１－（１）－ハ

(成果)

「食材王国みやぎ地産地消推進店」については，平成２５年３月末現在で２４

１店舗を登録し，利用拡大の取組により広く県民に対して事業のＰＲを行った。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

みやぎＨＡＣＣＰ研修会の受 ４８人 ６７人 １００人
講者数

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

みやぎ食品衛生自主管理登録 ０ 食品の製造施設に対しＨＡＣＣＰの概念を取り入
認証制度普及啓発事業 [０] れた手法による衛生管理を普及・啓発するための研
（食と暮らしの安全推進課） 修会を実施した。

食育・地産地消推進事業 ２,１１６ 食材王国みやぎ地産地消推進店の登録事業の推進
（食産業振興課） ［２,１１６］ や，事業者との協働による地産地消の日の取組推進

を実施した。
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１－（２）－イ

（２）監視指導及び検査の徹底

イ 生産者に対する安全性の監視及び指導の徹底

(イ) 農薬取締法等に基づく立入検査と監視体制の強化

販売者及び使用者に対する立入検査を実施した。使用者に対して有効期限切れ農薬

の適切な処分や保管管理の時の施錠や生産履歴の記帳等について指導した。販売者に

対しては農薬と他資材との区分，有効期限切れ農薬の適正処分などを指導した。

(成果)

・農薬管理指導士の認定や農薬危害防止運動等により，農薬の適正使用の意識が

高まった。

・農薬適正使用推進員の認定資格者を，農薬管理指導士へ認定移行し，資格の一

本化を図り，各地方での研修会開催を行い，細かな対応が実現できた。

・立入検査数：販売店４３８件，農業者１３３件

・農薬管理指導士は１,２５０人。前年度（１,１４６人）より１０４人（９.１％）
増加した。

(ロ) 肥料及び飼料の品質及び安全の確保のための検査及び指導の実施

肥料の品質保全及び公正な取引を確保するため，肥料取締法に基づき肥料の生産業

者３８業者の立入検査を実施し，生産されている肥料の収去・分析を実施した。

飼料安全法に基づき，飼料製造工場及び飼料販売店への立入検査を５６か所実施し

た。このうち，稲わら販売業者２０か所の立入検査を実施し，原発事故による放射性

物質に汚染された稲わらの流通防止や適正管理を指導した。流通飼料用稲わらの放射

性セシウム検査を実施した。

立入時に収去した飼料の分析検査を３７点実施し，そのうちＢＳＥ発生防止に係る

検査として，牛用飼料への動物由来たんぱく質混入検査を１２点実施した。また，牛

飼養農家５７戸を対象に，ＢＳＥ発生防止に係る飼料規制の指導・調査を実施した。

養魚飼料の安全確保のための立入検査については，飼料製造工場への立入検査及び

飼料分析検査を実施した。

(成果)

（肥料）

・立入検査の結果，違反件数はなかった。

業者立入検査数：３８事業者

収去，分析点数：２８点収去，２８点分析

（飼料）※畜産関係

・飼料業者への立入検査件数は５６か所で，本年度目標（７６か所）の７４%
を実施した。

・立入検査の結果，飼料安全に関わる重大な違反（危害物質の混入，配合飼料の

成分不足等）はなかった。軽微な不適合事例（保証票不備，記載事項不足等）

については，その都度指導し改善を図った。
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１－（２）－イ

・飼料中の動物由来たんぱく質の混入事例は認められなかった。

・飼料製造・販売業者や使用者の飼料の安全に対する意識が高まった。

（飼料）※水産関係

・飼料製造工場への立入検査及び飼料分析検査を実施した。

立入検査：９か所，収去検査：６か所

・帳簿の備え付け違反なし，表示の義務等の違反（重量表示における内容量不足

１件→改善報告済）

・全ての収去飼料について，成分等の違反はなかった。

(ハ) 動物用医薬品の流通，販売等に関する指導

動物用医薬品販売業者への立入検査により，動物用医薬品の適正な流通が図られ

た。

・動物用医薬品等販売業立入検査 ４７件

・動物用医薬品等販売業許可・更新等 ４４件

(成果)

動物用医薬品販売業者への監視指導により，動物用医薬品の適正な流通が図ら

れた。

薬事法違反発見・指導改善件数 ０件

(ニ) 高病原性鳥インフルエンザのモニタリング検査等の実施

① 定点モニタリング検査の実施

県内１２か所の農場において，毎月１回ウイルス分離検査と抗体検査を実施

した。

② 強化モニタリング検査

県内で１００羽以上の採卵鶏等を飼養する農場から抽出し，年１回の抗体検

査を実施した。

③ 死亡羽数の報告

県内で１００羽以上の採卵鶏等を飼養する全ての農場から，毎月１回以上１

週間の死亡羽数等について報告を求め，異常の早期発見と通報に努めた。

(成果)
① 定点モニタリング検査 実１２戸 延 １,４４０羽 全て異常なし
② 強化モニタリング検査 実３６戸 実 ３６０羽 全て異常なし
③ 死亡羽数の報告 実１５８戸 高病原性鳥インフルエンザを疑う報告なし
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１－（２）－イ

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

肥料成分不足・違反点数割合 ３％ ０％ ０％

動物用医薬品販売の違反件数 ５件 ０件 ０件

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

農薬安全使用指導事業 ２,２４２ 農薬の適正使用を推進するため，販売者及び使用
（農産園芸環境課） ［１,１２１］ 者に対する立入検査を実施し，農薬管理指導士の育
（再掲） 成を図るとともに，農薬危害防止運動を展開した。

流通飼料対策事業 １,５２５ 飼料製造・販売事業場への立入検査及び収去飼料
（畜産課） ［１,３３７］ の分析検査を実施した。

養殖衛生管理体制整備事業 １０５ 飼料製造工場への立入検査及び飼料分析検査を実
（水産業基盤整備課） ［１０５］ 施した。

肥料検査取締業務 ４２７ 肥料生産業者への立入検査を実施し，生産されて
（農産園芸環境課） ［４２７］ いる肥料の収去・分析を行った。

動物用医薬品取締指導事業 ３１０ 動物用医薬品販売業者への立入検査を実施し，適
（畜産課） ［３１０］ 正な流通が図られるよう指導を行った。

家畜伝染病予防事業 ４３,２２０ 定点モニタリング検査及び強化モニタリング検
（畜産課） [３３,８７１］ 査，死亡鶏の報告徴求を実施，高病原性鳥インフル
（再掲） エンザの発生予防に万全を期した。
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１－（２）－ロ
ロ 事業者に対する安全性の監視及び指導の徹底

（イ） 食品営業施設の監視指導の徹底

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため，飲食店及び製造施設等の監

視指導を実施した。

① 飲食店及び食品製造施設等に対する監視指導を実施した。

・施設数３９,６４２施設（重点監視施設４０１施設）
・監視延べ件数３５,２２８件（重点監視施設延べ監視件数１,１０５件）
＊重点監視施設：不良・違反食品の発生や食中毒の多発するおそれのある業種・広域に流通す

る食品を製造・加工する業種から保健所（支所）が指定。

また，生食用食肉の規格基準が定められたことにより，取扱い施設の監視や県民

に対する啓発を行った。また，漬け物に起因する食中毒が発生した事例を受けて，漬

け物加工業に対する指導を行った。

② 食中毒予防月間には，チラシを作成し，食中毒予防の啓発を行うとともに施設

の監視指導や衛生講習会を実施した。

(成果)

飲食店及び食品製造施設等に対する計画的な監視指導や食中毒の予防啓発を行

った結果，事業者の食中毒予防に対する意識が高揚するとともに，飲食に起因す

る重大な健康危害の発生を防止した。

(ロ) 食品検査による安全性の確保

① 食品の安全を確保するため，輸入食品を始め県内に流通する食品の規格基準の検

査，食品中に残留する農薬等の検査を実施し，飲食に起因する危害防止に努めた。

・収去検査（細菌検査１,４２８検体，理化学検査２,４１７検体）
・残留農薬等検査（３７品目２７７検体(特殊検査計))

うち残留農薬検査２２品目１０９検体，うち輸入食品２２品目１４２検体

② 登米市米山町の県食肉流通公社に出荷された県産牛全頭及び県産豚等について放

射性物質検査を実施した。また，その検査に要する検査機器の整備を行った。県内

に流通する加工食品についても放射性物質検査を実施し，安全性を確認した。

③ 東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染が懸念されることから，

県内産主要農林水産物の放射性物質検査を行うとともに，市町村等が実施する放射

性物質測定検査に係る経費に対し，交付金による支援を行った。

水産物については，県内の主要魚市場等に簡易測定器を貸与し，スクリーニング

調査による安全確認を行うとともに，水産関係２３団体が一堂に会した「宮城県水

産物放射能対策連絡会議」を設置し，基準値を超える水産物を市場に流通させない

よう万全な対策を講じた。
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１－（２）－ロ

④ 牛の出荷制限に基づく牛肉の放射性物質検査を全頭実施した（仙台市食肉市場及

び県外出荷分）。

(成果)

・被災した検査機器を新規導入し，検査体制の整備を図った。

・食品衛生法に基づく規格基準違反または表示違反の疑いのある食品１０件につ

いて改善指導を行い，健康危害の発生を防止した。

・食肉衛生検査所に簡易検査機器のＣｓＩシンチレーションスペクトロメータ１

台を購入し，検査体制を整備した。出荷された県産牛全頭及び豚について検査

を行った結果，基準値を超過したものはなかった。

・県内に流通された加工食品３１１件について買い上げ及び収去検査を実施した

結果，基準値を超過した食品はなかった。

・ゲルマニウム半導体検出器による県産農林水産物の精密検査３，４７７点を実

施し，結果を公表した。また，地方機関に配置した簡易検査機器により農林産

物等の放射性物質検査３ ,３０２点を行い，結果を公表し県民の不安の解消に
努めた。

・放射性物質測定検査を実施する７市町に対して交付金による支援を行った。

県産農林畜水産物の放射能測定結果（H24.4～ H25.3：県実施分）
【精密検査】

検査場所 機 器 検査点数 うち基準値

(点) 超過点数

産業技術総合センター， ゲルマニウム半 3,477点 113点
民間検査機関等 導体検出器 (3.2%)

【簡易検査】

検査場所 機 器 検査点数 うち精密検査

(点) 実施点数※

県合同庁舎等 NａＩ シ ン チ レ 3,302点 127点
ーション検出器 (3.8%）

※簡易検査では，国が定める基準値の 1/2を超える放射性セシウムが検出された場合に，
精密検査を行うこととしている。このため，簡易検査を実施した 3,302 点のうち 127
点が，国の定める基準値の 1/2を超えたため精密検査を実施した。
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１－（２）－ロ

・と畜場における放射性物質の全頭検査の結果は下記のとおりであった。

【県内検査】 【県外検査】
食肉処理場 検査頭数 出荷先 検査頭数 出荷先 検査頭数

仙台市食肉処理場 19,937頭 東京都 8,413頭 香川県 12
（うち規制値超過） （0頭） 神奈川県 1,201 埼玉県 34
県食肉流通公社 1,408 兵庫県 62 長崎県 8
（うち規制値超過） （0） 千葉県 74 広島県 12
合計 21,345 山形県 1,219 群馬県 209

（うち規制値超過） （0） 青森県 108
新潟県 37 合計 11,389頭

※東京都出荷分 10月 1頭基準値超過

(ハ) 安全な魚介類及び食肉を供給するための監視指導（ＢＳＥ対策を含む）の徹底

① 震災によりかきの養殖事業及びかき処理場等が被害を受けたため，営業を再開

できた施設について，監視指導及び生食用かきの検査等を実施した。

・処理場５５施設 延べ監視数１２０件

・袋詰め業者６３施設 延べ監視数１４６件

・入札場２施設 延べ監視数２件

② 成分規格やノロウイルス等の検査を実施した。

・かき養殖海域の海水検査９９ポイント，かき成分規格６６検体，ノロウイルス

７４検体

・ノロウイルスの検査では，９検体のかきがノロウイルス陽性となった。

③ 安全な食肉を供給するため，と畜場の監視指導及び食肉の検査を実施した。

と畜場の監視指導及び食肉の検査

・と畜場法等に基づくと畜場の監視指導 月 1回（重点監視）
・食肉輸送車の監視 全車両

・枝肉等残留抗菌性物質の検査 牛豚等１,６６１頭
・枝肉等細菌検査 ５１０検体

・腸管出血性大腸菌検査（牛腸内容物） ９０検体

④ 食鳥処理施設の監視指導及び食鳥肉の検査を実施した。

食鳥処理施設の監視指導及び食鳥肉の検査

・食鳥処理場の監視 週１回（重点監視）

・認定小規模食鳥処理場の監視 年１２回／１か所

・食鳥肉残留抗菌性物質の検査 ２,０８６検体
・食鳥肉細菌検査 ７２検体

⑤ ＢＳＥ検査を牛全頭に実施した（５,９４３頭）。
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１－（２）－ロ
(成果)

・かき処理場等かきを取り扱う施設の監視指導，生かきの検査等により，不衛

生な食品の流通を防止し，これらに起因する健康危害の発生を防止した。

・と畜場の監視指導及び食肉の検査等により，不衛生な食品の流通を防止し，

これらに起因する健康危害の発生を防止した。

・食鳥処理施設の監視指導及び食鳥肉の検査等により，不衛生な食品の流通を

防止し，これらに起因する健康危害の発生を防止した。

・ＢＳＥ感染牛は検出されなかった。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

食品営業施設の監視指導率 １００％ １２５.５％ １００％

かき処理場等の監視指導率 １００％ ２００％ １００％

食品検査率 １００％ １０５.７％ １００％

※ 食品衛生監視指導計画に掲げる監視指導又は検査目標数に対し，監視指導を実施した割合を監視指

導率，又は検査を実施した割合を検査率としている。

※ 仙台市は，食品衛生法に基づく仙台市食品衛生監視指導計画を作成し，監視指導に当たっている。

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食品営業施設の監視指導事業 １０,１４４ 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止する
（食品営業施設取締指導費） ［１０,１４４］ ため，飲食店及び製造施設等の監視指導を実施し
（食と暮らしの安全推進課） た。

食中毒防止総合対策事業 ７,６４１ 食中毒による危害の発生を防止するため，啓発
（食と暮らしの安全推進課） ［７,６４１］ 用のチラシを作成・配布するとともに，観光地大

型旅館，集団給食施設の監視指導や講習会を実施
した。

食品検査体制強化事業 １８,７１８ 安全で衛生的な食品を供給するため，食品等の
（食と暮らしの安全推進課） ［６,０８８］ 規格基準，食品に残留する農薬やカビ毒等の検査

を実施した。

かき処理指導費 ２,３８２ かきによる衛生上の危害の発生を防止するた
（食と暮らしの安全推進課） ［２,３８２］ め，かき処理場等の監視指導及び生食用かき等の

ノロウイルス検査を実施した。

と畜食肉検査費（食肉衛生検 ３６,９２１ 安全で衛生的な食肉を供給するため，動物用医
査所管理運営費） [３６,９２１］ 薬品，農薬等の残留に対する検査及び腸管出血性
（食と暮らしの安全推進課） 大腸菌検査等を行った。
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１－（２）－ロ

食鳥肉検査費 ２,１８２ 安全で衛生的な食鳥肉を供給するため，動物用
（食と暮らしの安全推進課） ［２,１８２］ 医薬品及び農薬等の残留に対する検査等を行っ

た。

ＢＳＥ検査事業 ５,１３８ ＢＳＥのスクリーニングを牛全頭に実施した。
（食と暮らしの安全推進課） ［４,０４０］

放射性物質検査対策事業 ９,４００ 放射性物質の検査機器を購入し，検査体制を整
（食と暮らしの安全推進課） ［６,６７０］ 備した。県食肉衛生検査所で検査される県産牛全

頭及び豚等について放射性物質検査を実施した。
県内に流通する加工食品について収去検査等を実
施した。

肉用牛出荷円滑化推進事業 １３６,５２８ 食肉処理場に出荷される県産牛について放射性
（畜産課） ［１３６,５２８］ 物質の全頭検査を実施するとともに，規制値超過

牛の保管・処分，廃用牛の集中管理を行った。

農産物放射能対策事業 ８５,８５０ ・農産物（野菜類）の放射性物質調査
（農産園芸環境課）（再掲） ［６１,１８９］ ・穀類の（米・麦・大豆）の放射性物質調査

・水田土壌などその他の放射性物質調査

水産物安全確保対策事業 ３２,５３３ 県産水産物の安全性を確認して風評被害を防止
（水産業振興課） ［３２,５３３］ するため，水産物の放射性物質濃度のモニタリン

グ調査を実施した。

水産物放射能対策事業 ６,２９４ 放射能に係る水産物の安全性を確認するため，
（水産業振興課） ［６,２９４］ 漁業調査指導船によるサンプル確保及び放射能検

査を実施した。

農畜産物等放射性物質実態調 １８,６００ 検査機器を活用し，農畜産物等の放射性物質検
査事業 ［８,６００］ 査を行うとともに，市町村等が実施する放射性物
（食産業振興課） 質測定検査に係る経費に対し，交付金による支援

を行った。
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１－（２）－ハ

ハ 食品表示の適正化の推進

(イ) 適正な食品表示を確保するための監視指導の実施

県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設置し，消費者の食品衛生に関する不安

や疑問及び食品衛生法に関する相談を受け付けた（相談件数２０８件，うち食品の表

示に関する相談８件）。

国及び県に設置している食品表示１１０番等に寄せられた情報等に基づき，関係機

関と連携し，農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）又は

不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）に基づく調査を実施し，事業者に対す

る指導を行った。

遺伝子組換え食品の検査については，今年度は外部検査機関に検査を委託し実施し

た（米加工品１０検体）。

うどん，クッキー等の食品について，アレルギー物質の表示が適正であるか検査し

た（インスタント食品，クッキー・ビスケット，食肉製品，魚肉ねり製品４８検体）。

宮城県産生かき適正表示協会会員に対し，輸入生かき偽装防止特別監視員（オイス

ターＧメン）による監視指導を実施し，輸入生かきの混入（偽装）防止と宮城県産か

きの信頼回復に努めた。

食品適正表示（特別用途食品・栄養表示基準・健康食品等虚偽誇大広告）のための

製造業者への指導及び相談対応を行った。

(成果)

・４８検体の食品中食肉製品(国内製品）１検体について，検査の結果，アレルギ

ー物質の乳が検出されたため，製造工程の洗浄の徹底と注意喚起表示を指導し

た。

・食品表示１１０番への情報提供等に基づく調査を２４件（前年度１４件）行い，

改善が図られた。

・表示に関する食品製造業者や広告業者等からの相談・改善指導や立入検査によ

り，表示の適正化を図った。また，販売業者等に対し啓発事業を実施すること

ができた。

・宮城県産生かき適正表示協会会員のうち１３事業者を対象にオイスターＧメン

による調査をした結果，生かきを取り扱っている仲買・袋詰事業者は１２事業

者で，いずれも偽装・混入は確認されなかった。また，調査結果をホームペー

ジで公開することにより，宮城県産かきの信頼回復が図られた。

(ロ) ウォッチャーによるモニタリング調査の実施及び事後指導の強化

食品表示ウォッチャーとして，食の安全安心消費者モニ

ターから１００人を委嘱し，食品表示に係る知識の習得を

図るとともに，食品販売店における食品表示モニタリング

調査（平成２４年６月から２４年１２月，毎月２店舗，各

５品目）を実施し，その報告を受け，国及び市町村と連携

して，調査・指導を実施した。

ウォッチャー業務説明会
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１－（２）－ハ

(成果)

・食品表示ウォッチャーにより，延べ１ ,３５５店舗のモニタリングを実施し，
３６店舗について，不適との報告がなされた。これに基づき，県域業者１８店

舗に対し確認調査・改善指導を行うとともに，広域，市町村域１８店舗につい

て，国及び市町村に対して疑義情報の提供を行った。

(ハ) 食品表示に関する研修会（消費者・事業者）等の充実

事業者に対して研修会等を通じ，農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律（ＪＡＳ法）に基づく食品表示制度等の啓発に努めた。また，食品適正表示（特

別用途食品・栄養表示基準・健康食品等虚偽誇大広告）のための製造業者への指導及

び相談に対応したほか，食品表示活用パンフレットの作成配布及びホームページを更

新して，一般消費者向けの情報提供の充実を図った。

(成果)

・ＪＡＳ法に基づく食品表示制度に関する正しい知識の普及を進めることにより，

食品表示制度への理解と事業者による適正な食品表示の実施が図られた（事業

者対象４回開催，延べ２４３名）。

・食品製造業者や一般消費者からの相談に応じ，適正表示の普及と指導に努めた。

・他県及び他法主務課等からの情報回付に基づき，表示違反への指導を行った。

・ホームページにより，食品表示の活用を広く一般県民へ周知した。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

食品表示適正店舗数の割合 ９７.２％ ９７.３％ ９９％
（注）

食品表示に関する研修会（消 １５回 ４回 ２０回
費者及び事業者を対象とした
ものに限る。）

（注）ウォッチャーが行ったモニタリング調査店舗数に占める適正な食品表示を行っている店舗の割合。

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食の１１０番 ０ 県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設
（食と暮らしの安全推進課） ［０］ 置し，消費者の食品衛生に関する不安や疑問及

び食品衛生法に関する相談を受け付け，相談者
へ正しい情報の提供，法令違反・疑義情報に対
する指導等を行った。
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１－（２）－ハ

食品検査体制強化事業（食と暮ら ２９４ 遺伝子組換え食品検査（米加工品１０検体）
しの安全推進課） [２９４］ を外部検査機関に委託し実施した。
（再掲）

３,３０８ クッキー・ビスケット，食肉製品，インスタ
[３,３０８] ント食品，うどん，魚肉ねり製品について，食

品中のアレルギー物質の検査を行った。

食 食品表示制度普及啓発事業 ０ ＪＡＳ法に係る食品表示制度に関する研修等
品 （食と暮らしの安全推進課） ［０］ による普及啓発を実施した。
表
示 食品表示監視指導事業 ３２ 食品表示１１０番等の情報に基づく事業者に
適 （食と暮らしの安全推進課） ［３２］ 対する調査指導等を実施した。
正
化 食品表示ウォッチャー事業 ５７５ 食品表示ウォッチャーの委嘱と小売店に対す
事 （食と暮らしの安全推進課） ［５７５］ るモニタリング調査を実施した。
業

健康増進法に基づく食品表示適正 ３３９ ・製造業者への適正表示のための指導及び相談
化指導(栄養表示，健康食品虚偽 ［３３９］ ・食品表示活用パンフレットの作成配布
誇大広告等）
（健康推進課）
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２－（１）－イ

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

イ 情報の収集，分析及び公開

(イ) 県民の意向の把握及び分かりやすい情報の迅速な提供

みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケートや食の安全安心に関するセミナー及

び研修会を実施して県民の意向の把握に努めたほか，食の安全安心に関するホームペ

ージの管理・運営を行い，食の安全安心に関して正確で分かりやすい情報提供を行っ

た。

食に関する情報やイベントの開催については，食情報発信ウェブサイト「食材王国

みやぎ」，「食材王国ぷれ宮夢みやぎ」やフリーペーパーなどを活用して情報提供を

行った。

みやぎ食料自給率向上県民運動については，「みやぎ食料自給率向上県民運動標語」

を募集し，最優秀作品を掲載したポスターを作成して，県内公共施設，スーパー及び

コンビニ等へ配布し県民運動のＰＲを実施した。また，食料自給率向上に関する出前

講座及びイベントでのパネル展示等による広報活動を行った。

(成果)

・「みやぎ食の安全安心」サイトへのアクセス件数は，２８１,８０６件であった。
・県からの情報提供が「十分」・「おおむね十分」と感じる消費者モニターの割合

は，３１.６％であった。
・ウェブサイト「食材王国みやぎ」には，６９ ,１７０件のアクセスがあり，ウェ
ブサイト等の活用により食に関する情報発信を行うことができた。

・「みやぎ食料自給率向上県民運動標語」の募集に対する応募数は，４ ,５６７点
で，昨年を上回った。また，出前講座・パネル展示により県民運動の啓発が図

られた。

(ロ) 監視指導及び検査結果の適時かつ適切な公表

宮城県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果及び検査結果について取りまと

め，ホームページ（食と暮らしの安全推進課 食品衛生関係統計資料）に公表した。

(成果)

「みやぎ食の安全安心」サイトへのアクセス件数は，２８１,８０６件であった。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

県からの情報提供が十分・ ２７.４％ ３１ .６％ ７０％
おおむね十分と感じる消費 （平成２２年度
者モニターの割合 消費者モニター

アンケート調査
結果）



- 25 -

２－（１）－イ
☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食の安全安心確保総合情報提 １０５ 正確で分かりやすい情報提供及び正しい知識の普
供事業 ［１０５］ 及啓発を図った。
（食と暮らしの安全推進課）

地域イメージ確立推進事業 ３,０００ ウェブサイト「食材王国みやぎ」の運用により，
（うち「食材王国みやぎ」ウ ［３,０００］ 県内の食に関する情報提供やイベントのＰＲを行っ
ェブサイト運営事業） た。
（食産業振興課）

みやぎの食料自給率向上運動 １,１２０ ・みやぎ食料自給率向上県民運動標語募集と標語の
事業 ［１,１２０］ 活用による県民運動ＰＲ
（農林水産政策室） ・広報・啓発活動

（食料自給率パネル展示，出前講座，広報誌等）



- 26 -

２－（１）－ロ
ロ 生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進

(イ) 消費者と生産者・事業者との相互理解の推進

食の安全安心に関する意見・情報の交換及び共通認識の醸成を図るため，消費者，

生産者・事業者，行政等が主体となった食の安全安心セミナー（テーマ「食品中の放

射性物質」）を開催した。

全農業改良普及センター及び農業振興課に設置した「地域の食と農の相談窓口」に

おいて，消費者等からの相談に対応した。また，ホームページを活用した相談窓口も

継続して開設し，消費者の相談に対応した。

(成果)

・消費者と生産者が一堂に会することで，食の安全安心に係る情報を共有し，相

互理解を深める交流を推進することができた。

・「地域の食と農の相談窓口」による消費者等からの個別相談への対応により，

消費者の食と農の疑問に対する情報提供を行い，農業者が取り組んでいる活動

への理解が深まった。相談件数５４件。

(ロ) 関係団体等との連携・協働の推進

食育・地産地消の実践的な取組に対する支援や宮城の「食」や「食材の良さ」を伝

える方の登録制度である「食材王国みやぎ伝え人」の創設，民間企業等と連携した地

産地消のＰＲを行ったほか，高校生を対象とした地産地消お弁当コンテストを開催し

た。

(成果)

民間企業等と連携した地産地消のＰＲや高校生地産地消お弁当コンテストの開

催を通じて，地産地消の取組を推進し，県産食材への一層の理解が図られた。

(ハ) 「地産地消」の推進及び生産・消費の相互交流の充実

１１月を「すくすくみやぎっ子 みやぎのふるさと食材月間」とし，学校給食にお

ける県産食材の利用拡大を図った。

学校給食調理場の現地調査を実施し，報告書を作成するとともに，需要と供給のマ

ッチングのための取組支援を行った。

(成果)

学校給食における地場野菜等の利用品目割合は２４.４％であった。
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２－（１）－ロ

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

「地域の食と農の相談窓口」 １３３件 ５４件 １５０件
相談件数

学校給食の地場野菜等の利 ３０.８％ ２４.４％ ３３.６％
用品目の割合

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食の安全安心相互交流理解度 ７１ 食の安全安心セミナー及び県内の地方単位で食の
アップ事業 ［７１］ 安全安心に関連する地方懇談会等を開催した。
（食と暮らしの安全推進課）

食の安全安心確保総合情報提 １０５ 正確で分かりやすい情報提供及び正しい知識の普
供事業 ［１０５］ 及啓発を図った。
（食と暮らしの安全推進課）
（再掲）

エコ・サポート普及活動事業 ０ 生活者等の食と農に対する一層の理解を得るた
（農業振興課） ［０］ め，全農業改良普及センター及び農業振興課に「地

域の食と農の相談窓口」を設置し運営した。

食育・地産地消推進事業 ２,１１６ 食材王国みやぎ地産地消推進店の登録事業の推進
（食産業振興課） ［２,１１６］ や，事業者との協働による地産地消の日の取組推進，
（再掲） 食育推進ボランティアの育成等を実施した。

学校給食地産地消推進事業 ２３９ ・需要と供給のマッチング支援のための取組
（農林水産政策室） [２３９] ・食材月間における普及啓発
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２－（２）－イ
（２）県民参加

イ 県民総参加運動の展開

●「みやぎ食の安全安心県民総参加運動」ロゴマーク

(イ) 県民が参加する消費者モニター制度の推進

ホームページや県政だよりの活用，多くの県民が訪れる「みやぎまるごとフェステ

ィバル」でのパンフレットの配布，市町村広報誌への記事掲載依頼により，みやぎ食

の安全安心消費者モニターの登録者を募り，消費者の参加促進に努めた。１月には，

消費者庁との共催により，消費者モニターを対象とした研修会を実施した（テーマ「食

と放射性物質」）。

アンケート調査については，モニター登録時のほか，７月に「食の安全安心」及び

「食と放射性物質」をテーマに設定して実施し，消費者モニターの意見の把握に努め

た。１１月に「食品工場見学会」及び「生産者との交流会」を実施し，消費者と生産

者及び事業者との相互理解の促進に努めた。また，モニターだよりを３回発行し，食

の安全安心に関する情報提供を行った。

(成果)

・消費者モニターの登録者数は，７７４人（平成２５年３月末現在）となった。

・セミナー及び研修会における消費者モニターの参加者数は５４人であった。

・消費者モニターの活動（参加）率は５５.０％であった。

(ロ) 生産者・事業者の取組のための自主基準の作成・公開の支援

生産者及び事業者が日ごろから取り組んでいる食の安全安心に関して，自主基準の

作成を支援し，また，取組宣言者の名称や取組内容をホームページにより公開するな

どして，取組を支援した。

生産者との交流会食品工場見学会 消費者モニター研修会
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２－（２）－イ

●「みやぎ食の安全安心取組宣言」ロゴマーク

(成果)

みやぎ食の安全安心取組宣言者（事業者）は，平成２４年度末から８９事業者

減少し，３,１７６者（平成２５年３月末現在）となった。

(ハ) 知識習得のための各種講習会・みやぎ出前講座等の開催及び普及啓発

事業者に対して研修会等を通じ，ＪＡＳ法に基づく食品表示制度等の啓発に努めた。

(成果)

・ＪＡＳ法に基づく食品表示制度に関する正しい知識の普及を進めることによ

り，食品表示制度への理解と事業者による適正な食品表示の実施が図られた（事

業者対象４回開催，延べ２４３人）。

・食品製造業者や一般消費者からの相談に応じ，適正表示の普及と指導に努めた。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

食の安全安心取組宣言者数 ３,３２０者 ３,１７６者 ３,５００者

消費者モニターの活動（参加） ６４％ ５５％ ８０％
率

各種講習会の参加者数 ７９９人 ４１０人 １,０００人

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

みやぎ食の安全安心消費者モ ２８６ みやぎ食の安全安心消費者モニターのアンケート
ニター制度事業 ［２８６］ 調査及び研修会を実施した。
（食と暮らしの安全推進課）

みやぎ食の安全安心取組宣言 ５１１ 生産者及び事業者による自主基準の作成・公開を
事業 ［５１１］ 支援した。
（食と暮らしの安全推進課）
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２－（２）－イ

みやぎ出前講座 ０ 出前講座を通じ，ＪＡＳ法に基づく食品表示制度
（食と暮らしの安全推進課） ［０］ 等の啓発に努めた。

食の安全安心推進条例普及啓 ０ 「みやぎ食の安全安心推進条例」及び「食の安全
発事業（※みやぎ食の安全安 ［０］ 安心の確保に関する基本的な計画」について，ホー
心推進会議開催事業に統合） ムページにより普及啓発を図った。
（食と暮らしの安全推進課）
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２－（２）－ロ
ロ 県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映

(イ) 県民の意見の把握

食の安全安心消費者モニターアンケートの実施，食の安全安心セミナーでの意見交

換，宮城県食品衛生監視指導計画策定の際のパブリックコメントの実施，地方懇談会

やみやぎ食の安全安心推進会議の開催等により，広く県民の意見を収集した。

(成果)

様々な機会を活用して県民の意見を聴取し，食の安全安心の確保に関する各種

施策に反映させることができた。

(ロ) 食の安全安心に関する相談窓口（食品表示に関する相談窓口を含む）の充実

県民がだれでも気軽に危害情報の申し出ができるよう，食と暮らしの安全推進課に

食の安全安心に関する相談窓口及び食品表示１１０番を設置するとともに，県内各保

健所に食の１１０番を設置し，県民の申し出に対応した。

県民から寄せられた疑義情報については，迅速に調査及び指導等を実施した。また，

事業者からの表示相談に対しても関係法令に基づく食品表示について適切な助言を

行った。

(成果)

・相談件数は以下のとおりで，疑義情報については関係法令に基づき適切に対応

した。

食の１１０番 ２０８件（前年度２４６件）

食品表示１１０番 ３０件（前年度 ５２件）

・食の安全安心相談窓口等に寄せられた情報に対し，速やかに対応することがで

きた。

（主な数値目標）

項 目 基準値 実績 目標値
(平成２１年度) (平成２４年度) （平成２７年度)

地方懇談会の開催 １６回 ５回 １４回

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要

［うち国庫を除く］

①食の安全安心相互交流理解 ７１ 県内４圏域で，食の安全安心に関連するテー

度アップ事業 ［７１］マで地方懇談会等を開催した。

（食と暮らしの安全推進課）

（再掲）
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２－（２）－ロ

②食の１１０番 ０ 県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設

（食と暮らしの安全推進課） ［０］置し，消費者の食品衛生に関する不安や疑問及

（再掲） び食品衛生法に関する相談を受け付け，相談者

へ正しい情報の提供，法令違反・疑義情報に対

する指導等を行った。

③食品表示１１０番 ０ 消費者からの食品の表示に関する苦情や相談

（食と暮らしの安全推進課） ［０］を受け付けるとともに，疑義情報については，

（再掲） （④に含む）調査指導等を実施した。

④食品表示監視指導事業 ３２ 食品表示１１０番等の情報に基づく事業者に

（食と暮らしの安全推進課） ［３２］対する調査指導等を実施した。

（再掲）
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３－（１）－イ～ニ

３ 食の安全安心を支える体制の整備

（１）体制整備及び関係機関等との連携強化

イ 食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進

みやぎ食の安全安心推進条例に基づいて，知事を本部長とする宮城県食の安全安心

対策本部会議を設置し，関係部局の横断的な取組を進めた。

また，食に関する安全及び食への消費者の信頼の確保を図るため，関係各課に配置さ

れている食の安全安心推進員による定例会議を開催（毎月１回）し，基本計画に基づく

施策の進ちょく管理及び議会報告に向けた実績の取りまとめ等を行った。

(成果)

基本計画に基づく各種施策を総合的かつ計画的に推進し，実績を議会に報告した。

ロ みやぎ食の危機管理基本マニュアル等（個別のマニュアルを含む）による迅速な対応

食の安全安心の確保に対する危機に備えるため，みやぎ食の危機管理基本マニュアル

を整備するとともに，関係各課において作成している個別の対応マニュアルに基づく事

案や東京電力福島第一原子力発電所事故により飛散した放射性物質による食品の汚染対

策について情報の共有化を図った。

地方機関に食の安全安心連絡員を引き続き配置し，部局横断的に情報の収集・共有化

及び食の危機の未然防止に努めた。

(成果)

食の危機管理対応チーム定例会議(毎月１回）を開催し，各課で所管している個別

の対応マニュアルにより対応した事案及び東京電力福島第一原子力発電所事故に対

する放射線測定結果に基づく対応等について情報共有に努めた結果，共通認識の醸

成が図られた。

ハ 食の安全に関する調査・研究の充実

新検査手法の実用化のため公定法と同一の検体を検査し，比較検証データを蓄積した。

このデータを基に新検査手法の有効性を示し，県漁協等が行う自主検査手法として実績

を重ね，公定法に向けた検査手法として確立を図った。

(成果)

新検査手法と公定法との比較試験を行い概ね８割程度の一致率を得た。

ニ 国，都道府県，市町村との連携

厚生労働省等から適宜違反食品等に係る情報の提供を受けるとともに，検疫所におけ

る輸入食品等の検査結果についての情報を入手するなどして，輸入食品に関する情報収

集に努めたほか，国に対しても違反食品等の情報の提供を行った。

特に，本県が検査した結果，防ばい剤が基準を超過して検出されたオーストラリア産
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３－（１）－イ～ニ

のオレンジについて，速やかに国や輸入業者を管轄する自治体に通報し回収の措置を講

じるなど，国及び各自治体における違反食品に関する情報等の相互提供を図るとともに，

各種会議及び研修会等を活用し，積極的な協議，意見・情報の交換等を推進し，情報の

共有化を進め，違反食品等の流通防止に努めた。

食品表示の適正化に向けて，国（東北農政局）と「食品表示１１０番」に関する情報

交換会を毎月１回開催するなど連携を図り，疑義情報に迅速に対応した。

(成果)

国，都道府県，市町村等の連携による食の安全確保対策の推進が図られるととも

に，関係各省庁のホームページ等により，適時に情報の提供が行われた。

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち国庫除く］

食の安全安心推進条例普及啓 ０ 「みやぎ食の安全安心推進条例」及び「食の安全
発事業（※みやぎ食の安全安 ［０］ 安心の確保に関する基本計画」について，ホームペ
心推進会議開催事業に統合） ージにより普及啓発を図った。
（食と暮らしの安全推進課）
（再掲）

生ガキノロウイルス対策事業 ２,８１７ 新検査手法の実用化のため公定法と同一の検体を
（水産業基盤整備課）（再掲） ［２,８１７］ 検査し，比較検証データを蓄積する。このデータを

基に新検査手法の有効性を示し，県漁協等が行う自
主検査手法として実績を重ね，公定法に向けた検査
手法として確立を図った。
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３－（２）

（２）みやぎ食の安全安心推進会議

食の安全安心の確保を図るため，「みやぎ食の安全安心推進会議」の運営を行うとと

もに，「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第２期）」に基づく施策の実施状

況について評価を受け，各種施策に反映させた。

会議の開催状況

期 日 検討内容等 委 員 数

第１回 ○食の安全安心に関する施策の実施状況について １５人

H24.6.26 ○食品の放射性物質の検査体制について (構成内訳：消費者

○みやぎ食の安全安心県民総参加運動の取組状況について 代表５人（うち公募

●みやぎ食の安全安心推進会議における今後の検討内容とス 委員２人） ,生産者･事

ケジュールについて 業者代表７人 ,学識経

第２回 ○食の安全安心に関する施策の実施状況について 験者 ３人）

H24.8.24 ○食品の放射性物質の検査状況について
○みやぎ食の安全安心県民総参加運動の取組状況について

●みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケート調査結果に

ついて

第３回 ○平成２５年度宮城県食品衛生監視指導計画(案)について

H25.2.12 ○食品の放射性物質の検査状況について
○みやぎ食の安全安心県民総参加運動について

●平成２３年度「食の安全安心の確保に関する基本的な計画

（第２期）」に基づく施策の実施状況について

●平成２５年度みやぎ食の安全安心推進会議における検討内

容とスケジュールについて

※ ○議題 ●報告

第１回みやぎ食の安全安心推進会議



- 36 -

４－（１～３）

４ 食品に係る放射能対策（再掲）

（１）安全で安心できる食品の供給の確保

飼料安全法に基づき，飼料製造工場及び飼料販売店への立入検査を５６か所実施した。

このうち，稲わら販売業者２０か所の立入検査を実施し，原発事故による放射性物質に

汚染された稲わらの流通防止や適正管理を指導した。流通飼料用稲わらの放射性セシウ

ム検査を実施した。

東京電力福島第一原子力発電所の事故により，食品の放射能汚染が懸念されるため，

放射性物質濃度のデータを活用し，必要な営農対策等について指導助言等を行った。

県内産主要農林水産物については，放射性物質検査を行うとともに，市町村等が実施

する放射性物質測定検査に係る経費に対し，交付金による支援を行った。

水産物については，県内の主要魚市場に簡易測定器を貸与し，スクリーニング調査に

よる安全確認を行うとともに，水産関係２３団体が一堂に会した「宮城県水産物放射能

対策連絡会議」を設置し，基準値を超える水産物を市場に流通させないよう万全な対策

を講じた。

登米市米山町の県食肉流通公社等に出荷された県産牛全頭及び県産豚等について放射性

物質検査を実施した。また，その検査に要する検査機器の整備を行った。県内に流通する

加工食品についても放射性物質検査を実施し，安全性を確認した。

(成果)

・国や各関係機関・団体と連携し，農産物や土壌など放射性物質検査計画を作成し検

査を実施した。これにより，基準値を超過する農産物の市場流通を防ぐことができ

た。

検査点数（H24.4～ H25.3） 非農産物（土壌定点調査） 県内２７点

・食肉衛生検査所に簡易検査機器のＣｓＩシンチレーションスペクトロメータ１台を

購入し，検査体制を整備した。出荷された県産牛全頭及び豚について検査を行った

結果，基準値を超過したものはなかった。

・県内に流通された加工食品３１１件について買い上げ及び収去検査を実施した結

果，基準値を超過した食品はなかった。

・ゲルマニウム半導体検出器による県産農林水産物の精密検査３，４７７点を実施し，

結果を公表した。また，地方機関に配置した簡易検査機器により農林産物等の放射

性物質検査３,３０２点を行い，結果を公表し県民の不安の解消に努めた。
・放射性物質測定検査を実施する７市町に対して交付金による支援を行った。

県産農林畜水産物の放射能測定結果（H24.4～ H25.3：県実施分）
【精密検査】

検査場所 機 器 検査点数 うち基準値
(点) 超過点数

産業技術総合センター， ゲルマニウム半 3,477点 113点
民間検査機関等 導体検出器 (3.2%)
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４－（１～３）

【簡易検査】

検査場所 機 器 検査点数 うち精密検
(点) 査実施点数

※

県合同庁舎等 NａＩ シ ン チ レ 3,302点 127点
ーション検出器 (3.8%）

※簡易検査では，国が定める基準値の 1/2 を超える放射性セシウムが検出された場合に，精密
検査を行うこととしている。このため，簡易検査を実施した 3,302 点のうち 127 点は，国が
定める基準値の 1/2を超えたため精密検査を実施した。

・と畜場における放射性物質の全頭検査の結果は下記のとおりであった。

【県内検査】 【県外検査】
食肉処理場 検査頭数 出荷先 検査頭数 出荷先 検査頭数

仙台市食肉処理場 19,937頭 東京都 8,413頭 香川県 12
（うち規制値超過） （0頭） 神奈川県 1,201 埼玉県 34
県食肉流通公社 1,408 兵庫県 62 長崎県 8
（うち規制値超過） （0） 千葉県 74 広島県 12
合計 21,345 山形県 1,219 群馬県 209

（うち規制値超過） （0） 青森県 108
新潟県 37 合計 11,389頭

※東京都出荷分 10月 1頭基準値超過

（２）食の安全安心に係る信頼関係の確立

食の安全安心に関する意見・情報の交換及び共通認識の醸成を図るため，消費者，生

産者・事業者，行政等が主体となった食の安全安心セミナー（テーマ「食品中の放射性

物質」）を開催した。

消費者モニターを対象にしたアンケート調査については，モニター登録時のほか，７

月に「食の安全安心」及び「食と放射性物質」をテーマに設定して実施し，消費者モニ

ターの意見の把握に努めた。また，モニターだよりを３回発行し，食の安全安心に関す

る情報提供を行った。１月には，消費者庁との共催により，消費者モニターを対象とし

た研修会を実施した（テーマ「食と放射性物質」）。

(成果)

・消費者と生産者が一堂に会することで，食の安全安心に係る情報を共有し，相互

理解を深める交流を推進することができた。

・様々な機会を活用して県民の意見を聴取し，食の安全安心の確保に関する各種施

策に反映させることができた。

（３）食の安全安心を支える体制の整備

食の安全安心の確保に対する危機に備えるため，関係各課において作成している個別

の対応マニュアルに基づく事案や東京電力福島第一原子力発電所事故により飛散した放

射性物質による食品の汚染対策について情報の共有化を図った。
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４－（１～３）

(成果)

食の危機管理対応チーム定例会議(毎月１回）を開催し，各課で所管している個別

の対応マニュアルにより対応した事案及び東京電力福島第一原子力発電所事故に対

する放射線測定結果に基づく対応等について情報共有に努めた結果，共通認識の醸

成が図られた。

☆主な関連事業一覧

関 係 事 業 名 事業費（千円） 実 施 概 要
［うち一般財源］

放射性物質検査対策事業 ９,４００ 放射性物質の検査機器を購入し，検査体制を整
（食と暮らしの安全推進課） ［６,６７０］ 備した。県食肉衛生検査所で検査される県産牛全

頭及び豚等について放射性物質検査を実施した。
県内に流通する加工食品について収去検査等を実
施した。

肉用牛出荷円滑化推進事業 １３６,５２８ 食肉処理場に出荷される県産牛について放射性
（畜産課） ［１３６,５２８］ 物質の全頭検査を実施するとともに，規制値超過

牛の保管・処分，廃用牛の集中管理を行った。

農産物放射能対策事業 ８５，８５０ ・農産物（野菜類）の放射性物質調査
（農産園芸環境課） ［６１，１８９］ ・穀類の（米・麦・大豆）の放射性物質調査

・水田土壌などその他の放射性物質調査

水産物安全確保対策事業 ３２,５３３ 県産水産物の安全性を確認して風評被害を防止
（水産業振興課） ［３２,５３３］ するため，水産物の放射性物質濃度のモニタリン

グ調査を実施した。

水産物放射能対策事業 ６,２９４ 放射能に係る水産物の安全性を確認するため，
（水産業振興課） ［６,２９４］ 漁業調査指導船によるサンプル確保及び放射能検

査を実施した。

農畜産物等放射性物質実態調 １８，６００ 検査機器を活用し，農畜産物等の放射性物質検
査事業 ［８，６００］ 査を行うとともに，市町村等が実施する放射性物
（食産業振興課） 質測定検査に係る経費に対し，交付金による支援

を行った。
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Ⅲ 施策の実施状況に対する「みやぎ食の安全安心推進会議」の評価

注）施策の達成度 Ａ：達成している，Ｂ：概ね達成している，Ｃ：達成していない

１ 安全で安心できる食品の供給の確保
（１）生産及び供給体制の確立

イ 生産者の取組への支援 ※施策の達成度 Ｂ

・震災及びそれに伴う風評被害の影響を受けて，生産者は大変な思いをしています。
震災前以上の強い支援が必要で，例えば被災地域の復興をＰＲできるブランド化が
大切です。被災したカキ共同処理施設等の復旧整備は，今後も継続してほしい。

・エコファーマーやＧＡＰ，有機ＪＡＳなどの認証制度に関して，消費者の認知度を
高める対策が必要。このことについて生産者・消費者両方のメリットが理解できる
分かりやすい説明がＨＰに欲しい。認証制度の更なる普及拡大のため，認証団体や
認証指導員･検査員の育成が課題となっています。

ロ 安全な農水産物生産環境づくり支援 ※施策の達成度 Ａ

・農産物の生産には土づくりが基本だと思いますし，品質には病害虫防除が重要です。
適切な防除指導とそいるくんの普及を望みます。

・県当局と漁協で実施する貝毒とノロウイルス検査は，食の安全安心及び信頼性の向
上について消費者により理解されるものと評価します。特に，検査技術ならびに検
査システムは宮城県の財産として，今後も活用していただきたい。提言としては，
災害から２年を経過し，被災地域での下水道及び終末処理場の復旧が不十分な現状
です。特に水産業地域での，終末処理施設の復旧復興に最善の努力をお願いしたい。

ハ 事業者に対する支援 ※施策の達成度 Ａ

・ＨＡＣＣＰに対する事業者の関心が高く，研修会への参加者数が増えていることは
大きな成果といえます。また，この研修内容は，消費者にとっても有益なものが多
く，ＨＡＣＣＰの知識や情報を事業者と消費者が共有することは望ましい。研修会
に消費者も参加できる機会が増えるといい。

・原材料の原産地表示と食の安全とは直接関係ないという指摘もありますが，地産地
消は，食の安心を担保するものとなってきています。「地産地消」と「安全安心取
組宣言」との間の調整が，震災以降，今後の課題となっています。

（２） 監視指導及び検査の徹底

イ 生産者に対する安全性の監視及び指導の徹底 ※施策の達成度 Ａ

・農薬管理指導士が前年度より増加したことは成果といえます。また農薬･動物用医
薬品などの監視体制や鳥インフルエンザのモニタリング体制は，概ね適正であると
評価できます。しかし，特に鳥インフルエンザに関しては，県民も関心が高くなっ
ていますので，今後ともモニタリング検査を強化していただきたい。
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ロ 事業者に対する安全性の監視及び指導の徹底 ※施策の達成度 Ａ

・震災後，食品の安全性が問われる中，健康危害の発生の止に努めた点は評価できま
す。今後も監視指導は継続していく必要があります。また，食中毒の予防，ＢＳＥ
対策は進んでいます。放射能も持ち込み検査ができるようになり，対応が進みまし
た。

・事業者への安全性についての指導は，教育指導的意義が大きいので，具体的な事実
に基づいた監視，指導を進めていただきたい。

ハ 食品表示の適正化の推進 ※施策の達成度 Ａ

・膨大な食品の表示について監視する仕事は本当に大変であると思います。しかし，
食物アレルギー関係などでは，命に関わる事故も考えられますので，監視体制の整
備を続けてほしい。と同時に企業のモラル向上に関係する対策も必要となります。
また，輸入食品に対する不信感が増していますので，輸入食品の表示についての指
導強化が望まれます。

・食品表示ウォッチャーによるモニタリング調査を強化する上で，ウォッチャーの研
修などの人材育成は欠かせません。継続的な研修体制を求めます。

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立
（１）情報共有及び相互理解の促進

イ 情報の収集，分析及び公開 ※施策の達成度 Ｂ

・県からの情報提供が「十分」等の回答が３１.６％では，目標の７０％の半分にも
達していません。県民がどの情報提供に不満なのか，どんな情報提供を望んでいる
のかについて十分な解析が必要になっています。

・県の情報提供については，放射能の問題もあり，県からマスコミ等への情報提供は
素早く行われていると感じますが，栗原市沢辺の米の放射能オーバーでの説明の際
は，情報内容がわかりにくく，説明が十分だとは言えませんでした。また食の安全
安心については，もっとわかりやすい情報公開を目指してほしい。

・県民意向の把握は，モニター回答以外でも行えるように改善を提案したい。

ロ 生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進 ※施策の達成度 Ｂ

・学校給食の地場野菜等の利用品目の割合が２１年度より２４年度の数値目標が下が
っているのは，放射性物質の食品汚染を懸念している震災の影響のためと判断でき
ますが，２７年度の目標３３.６％に向けて１年でも早く達成していきたい。その
ためには，放射線の検査数値は重要になります。また，若い世代の母親に向けての
情報発信が必要なっています。

・地産地消が食の安全･安心に大切であることがようやく定着しかかってきた時の，
放射線事故で，信頼の回復までにはもう少し時間がかかると思われます。学校給食
でもきちんとした検査体制が整って，安全を確保しつつ地産地消を推進しようとい
う動きとなっています。データに基づいた安全安心の積み重ねが大切です。また，
生産者と消費者の相互理解については，ぜひ多くの機会をもってもっと盛んに行っ
てほしいし，消費者と生産者の交流を深め地産地消の更なる利用割合を高められる
よう支援体制を図って頂きたい。
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（２）県民参加

イ 県民総参加運動の展開 ※施策の達成度 Ａ

・消費者モニターの登録者数は，７７４人もおられるのにセミナーや研修会における
消費者モニターの参加者数が５４人とは，少ない。また，モニターの活動（参加）
率が５５.０％というのも低い値です。今後活動率のアップが課題です。とくに，
震災前と比較して，モニターの活動参加率の低下が気になります。

・ロゴマークに期待したい。時期的な問題もあると思いますが，もっと宮城の食材を
ブランド化してアピールしていくことが大切だと考えます。震災でストップしてい
た県民総参加運動の改善内容が，ようやく動き出しました。今後の展開に期待した
い。

ロ 県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映 ※施策の達成度 Ａ

・前年度の相談件数に比べ，今年度の件数が少ないのは，社会が安定し，食品表示に
対する意識が高まったものと思います。今後も放射性物質による食品の汚染に関す
る相談は続くと思われるので，県民から寄せられる相談等には，迅速な対応をお願
いしたい。

・県民の意見の把握は不十分となっています。食品衛生監視指導計画に対するパブリ
ックコメントがあまりにも少なすぎます。モニターにもパブリックコメントを求め
ることが必要だと思いました。

・２４年度は予算の大幅カットで地方懇談会が５回だけでした。食品表示１１０番も
減って，食の安全を心配する県民の不安に応えられなかったが，２５年度は予算も
ＵＰされたので，対応の向上を期待したい。

３ 食の安全安心を支える体制の整備
（１）体制の整備及び関係機関等との連携強化

イ 食の安全安心対策本部による危機管理及び ※施策の達成度 Ａ
総合的な対策の推進

ロ みやぎ食の危機管理基本マニュアル等 ※施策の達成度 Ａ
（個別のマニュアルを含む）による迅速な対応

ハ 食の安全に関する調査・研究の充実 ※施策の達成度 Ｂ
ニ 国，都道府県，市町村との連携 ※施策の達成度 Ａ

・輸入食品に関する情報収集はこれからもっと必要になってくると思われます。国と
連携して情報の収集をしっかりやってもらいたい。放射性物質による食品の汚染は
県民の食を守る上で重要なことなので，情報をしっかり発信してほしい。

・（ロ）の基本マニュアルがあいかわらず県のＨＰでみつからない。放射能汚染への
対応がどうなっているのかつかめない。（ハ）は去年，評価対象外だったが，今回
の「８割一致」の意味が不明である。（ニ）国への連携の中で，東京電力からの情
報提供がきちんとなされているか不明である。
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４ 食品に係る放射能対策
（１）安全で安心できる食品の供給の確保 ※施策の達成度 Ａ

・基準値を超過する農産物の市場流通を防ぐことができたことについては評価できま
す。検査体制が整っており，一般市場で販売されているものは安心して食べることが
できると考えています。また，学校給食関係者からも，地場産物まで含めての検査体
制が整い，心配がないという声が聞かれるようになってきていますので，当面検査を
継続してほしい。

・放射能の基準値が５００ベクレルから１００ベクレルに下げられ，超過するものが出
やすくなりましたが，情報は素早く報道機関等に提供され，一般の人が知る機会が多
くなっていることは評価できます。風評被害を解消するためにも，できるだけ多くの
「安全情報」の提供が望まれますが，米と水産物という宮城県の２大特産品について
は，全量検査が行われていません。むだな投資にさせないためには，中途半端な検査
体制でなく，「全量」への検査に方向転換すべきと提案します。

（２）食の安全安心に係る信頼関係の確立 ※施策の達成度 Ａ

・食品の安全性に関する問題については，リスクコミニュケーションが不可欠だと考え
ます。消費者・生産者・行政の参加により，一方的に説明を聞いたりするのではなく，
一つ一つの疑問に答えていくような意見交換会の開催がこれからは必要となっていま
す。１月の消費者庁との共催の研修会はとても分かりやすく，知識の習得に役立ちま
した。「食の安全安心」は消費者それぞれに考えていることや感じていることが異な
ると思われます。そうした中で，ある程度の正しい知識を身につけ，活動してもらう
ことは重要ですので，講習会の数を増やすことを提案します。

・ウェブ上などで情報が公開され，信頼性も高く，混乱するようなことはなくなってい
ますが，やや，魚介類について不安に思う場合もありますので，そのあたりの信頼性
をわかりやすく示してほしい。

・去年，この評価で問題とされた「健康にただちに影響ない」との表現は見られなくな
りましたが，相変わらず１００ベクレルがどの程度安全で，それ以上が危険なのか理
解されているとは考えにくい状況にあります。風評被害を解消するには，まず県民が
自分たちで食べることである以上は，より徹底した情報提供による信頼関係の確立が
必要となります。県民へのアピールについてもっと広報を強化することを提案します。

（３）食の安全安心を支える体制の整備 ※施策の達成度 Ａ

・「･･･汚染対策について情報の共有化を図った」というだけで食の安全安心を支える
体制の整備ができたといえるのでしょうか。具体的にどのような情報の共有化をはか
り，そのことが，どのような食の安全安心を支える体制の整備につながったのかが不
鮮明です。まだまだ風評被害等の影響があります。この問題をどのように克服するか
を明確にしていただきたい。

・みやぎ食の危機管理基本マニュアルの項目のところで去年も指摘があったが，広範囲
な放射能汚染への対策が想定されていなかったため，対応がバラバラかつ，たて割に
なった面が見られました。２４年度は「食の安全安心対策本部」による対応で体制的
には前進がありましたが，月１回の会議で「共通認識の醸成」があったとは具体的に
何を意味するかがわかりません。県の基本方針の公表を求めたい。
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Ⅳ 実績数値総括表

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

項 目 平成２１年度 平成２３年度 平成２４年度

みやぎの環境にやさし ○認証登録面積 ○認証登録面積 ○認証登録面積
い農産物認証・表示制 ３，１６０ha ３，００４ha ２，９７９ha
度 ※H25.225現在
（農産園芸環境課）

認定エコファーマー ○９，２８４人 ○８，７４３人 ○６，８０７人
（農産園芸環境課）

共同かき処理場及びか ○共同かき処理場施設整備 ○共同かき処理場施設整備 ○共同かき処理場施設整備
き浄化処理施設の整備 － ※震災により被災 １３件
（水産業基盤整備課） ○かき浄化機器整備 ○かき浄化機器整備 ○かき浄化機器整備

－ ※震災により被災 １３件
○かき浄化処理施設の整備 ○かき浄化処理施設の整備 ○かき浄化処理施設の整備
率 率 率
・施設数ベース 79.5％ ※震災により調査不可 ・施設数ベース 100％

家畜伝染病に基づく検 ○牛豚鶏延べ ○牛豚鶏延べ ○牛豚鶏延べ
査 ２９２，０１９頭羽 ３，１５２，６２２頭羽 ２，１６７，１０３頭羽
（畜産課）

慢性疾病低減のための ○牛 １６戸 ○牛 １１戸 ○牛 １２戸
検査，指導 ○豚 １２戸 ○豚 ５戸 ○豚 ９戸
（畜産課） ○鶏 ４戸 ○鶏 ６戸 ○鶏 ７戸

土づくり実証ほ設置 ○県内９か所 ○県内 か所 ○県内 か所
（農産園芸環境課） ※中止 ※中止

貝毒検査 ○１３海域 ○１３海域 ○１３海域
（水産業基盤整備課） ○３８４回 ○６４回 ○２４２回

ノロウイルス検査 ○３３漁場 ○１３漁場 ○２２漁場
（水産業基盤整備課） ○８１５件 ○１９９件 ○６５９件

みやぎ食品衛生自主管 ○登録(新規） ４施設 ○登録(新規） １施設 ○登録(新規） １施設
理登録・認証制度 ○認証(新規） ○認証(新規） ○認証(新規）
（食と暮らしの安全推 ５工程４施設 ０工程０施設 ２工程２施設
進課） 〈延べ数〉 〈延べ数〉 〈延べ数〉

○登録 ４５施設 ○登録 ４１施設 ○登録 ４０施設
○認証 ３１工程 ○認証 ２６工程 ○認証 ２６工程
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（２）監視指導及び検査の徹底

項 目 平成２１年度 平成２３年度 平成２４年度

農薬販売者及び使用者 ○販売店 ４２５件 ○販売店 ２７９件 ○販売店 ４３８件
に対する立入検査 ○使用者 １８８件 ○使用者 １４０件 ○使用者 １３３件
（農産園芸環境課）

農薬管理指導士 ○１，２０４人 ○１，１４６人 ○１，２５０人
（農産園芸環境課）

肥料生産業者に対する ○検査箇所数 ３１か所 ○検査箇所数 ２５か所 ○検査箇所数 ３８か所
立入検査 ○収去点数 １７点 ○収去点数 ３０点 ○収去点数 ２８点
（農産園芸環境課）

動物用医薬品等取締 ○動物用医薬品販売業立入 ○動物用医薬品販売業立入 ○動物用医薬品販売業立入
（畜産課） 検査 １００件 検査 ８０件 検査 ４７件

○動物用医薬品販売業許可 ○動物用医薬品販売業許可 ○動物用医薬品販売業許可
・更新等 ４１件 ・更新等 １００件 ・更新等 ４４件

飲食店及び食品・加工 ○要許可施設数 ○要許可施設数 ○要許可施設数
製造施設等の監視指導 ２５，３７４施設 ２４，１７４施設 ２４，２１０施設
（食と暮らしの安全推 ○許可不要施設数 ○許可不要施設数 ○許可不要施設数
進課） １６，２９８施設 １５，３９７施設 １５，４３２施設

○監視延べ施設数 ○監視延べ施設数 ○監視延べ施設数
・許可前 ・許可前 ・許可前

４，０４６施設 ４，１２０施設 ４，０９５施設
・通常監視 ・通常監視 ・通常監視

３５，１５４施設 ２７，６２７施設 ３５，２２８施設

観光地の大型旅館，集 ○５２６施設を指定 ○４０２施設を指定 ○４０１施設を指定
団給食施設等，特に重 ○監視延べ施設数 ○監視延べ施設数 ○監視延べ施設数
点的に監視すべき施設 １，１９５施設 ８０６施設 ９９８施設
（食と暮らしの安全推
進課）

収去検査 ○細菌検査 ○細菌検査 ○細菌検査
（食と暮らしの安全推 １，８５１検体 ８８１検体 １，４２８検体
進課） ○理化学検査 ○理化学検査 ○理化学検査

９６２検体 ５３５検体 ２，４１７検体

特殊有害物質調査 ○２２４検体 ○１６０検体 ○２７７検体
（食と暮らしの安全推 ・うち残留農薬検査 ・うち残留農薬検査 ・うち残留農薬検査
進課） ２２品目，１２０検体 ２０品目，１０６検体 ２２品目，１０９検体

・うち輸入食品 ・うち輸入食品 ・うち輸入食品
２０食品，１０８検体 １０食品,，６３検体 ２２食品，１４２検体

ＢＳＥ検査 ○牛全頭（６，０７０頭） ○牛全頭（５，２０８頭） ○牛全頭（５，９４３頭）
（食と暮らしの安全推
進課）
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項 目 平成２1年度 平成２３年度 平成２４年度

と畜場の監視指導及び ○と畜場法等に基づくと畜 ○と畜場法等に基づくと畜 ○と畜場法等に基づくと畜

食肉の検査 場の監視指導 毎月１回 場の監視指導 毎月１回 場の監視指導 毎月１回

（食と暮らしの安全推 ○食肉輸送車の監視 ○食肉輸送車の監視 ○食肉輸送車の監視

進課） 全車両 全車両 全車両

○枝肉等残留抗菌性物質の ○枝肉等残留抗菌性物質の ○枝肉等残留抗菌性物質の

検査 検査 検査

牛豚等２,０４５頭 牛豚等１，５３６頭 牛豚等１，６６１頭

○枝肉等細菌検査 ○枝肉等細菌検査 ○枝肉等細菌検査

２７２検体 ４８０検体 ５１０検体

○枝肉等腸管出血性大腸菌 ○枝肉等腸管出血性大腸菌 ○枝肉等腸管出血性大腸菌

検査 １５０検体 検査 ９０検体 検査 ９０検体

食鳥処理施設の監視指 ○食鳥処理施設の監視(１) ○食鳥処理施設の監視(１) ○食鳥処理施設の監視(１)

導及び食鳥肉の検査 大規模 週１回 大規模 週１回 大規模 週１回

（食と暮らしの安全推 ○認定小規模食鳥処理場(9) ○認定小規模食鳥処理場(7) ○認定小規模食鳥処理場(7)
進課） 年１２回／１か所 年１２回／１か所 年１２回／１か所

○食鳥肉残留抗菌性物質の ○食鳥肉残留抗菌性物質の ○食鳥肉残留抗菌性物質の

検査 ２，６１３検体 検査 ２，１０９検体 検査 ２，０８６検体

○食鳥肉細菌検査 ○食鳥肉細菌検査 ○食鳥肉細菌検査

２８３検体 ２０８検体 ７２検体

かき処理場等の監視指 ○処理場 １４９施設 ○処理場 １４施設 ○処理場 ５５施設

導及び生食用かき等の （延べ監視数２６９件） （延べ監視数１０６件） （延べ監視数１２０件）

検査 ○袋詰め業者 ８９施設 ○袋詰め業者 ６０施設 ○袋詰め業者 ６３施設

（食と暮らしの安全推 （延べ監視数２３７件） （延べ監視数１３１件） （延べ監視数１４６件）

進課） ○入札場 ３施設 ○入札場 ２施設 ○入札場 ２施設

（延べ監視数 ２件） （延べ監視数 ０件） （延べ監視数 ２件）

貝毒及びノロウイルス ○かき養殖海域の海水検査 ○かき養殖海域の海水検査 ○かき養殖海域の海水検査

等の検査 １３０ポイント ４６ポイント ９９ポイント

（食と暮らしの安全推 ○かき成分規格 ○かき成分規格 ○かき成分規格

進課） １７８検体 ２５検体 ６６検体

○ノロウイルス ７５検体 ○ノロウイルス ７４検体 ○ノロウイルス ７４検体

栄養成分表示 ○相談・指導件数 ５５件 ○相談・指導件数 ２５件 ○相談・指導件数 ４５件

(健康推進課） ○研修会 ○研修会 ○研修会

１７回 ８８０人 １回 ２３人 ２７回 １，７０３人

○立入検査 ０件 ○立入検査 ３件 ○立入検査 ６件

健康食品等虚偽誇大広 ○相談・指導件数 ２３件 ○相談・指導件数 １２件 ○相談・指導件数 １３件

告指導 ○研修会等 ○研修会等 ※中止 ○研修会等

(健康推進課） １７回 ８８０人 ２７回 １，７０３人

○立入検査 ２件 ○立入検査 ２件 ○立入検査 ４件
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項 目 平成２1年度 平成２３年度 平成２４年度

遺伝子組換え食品検査 ○とうもろこし加工品， ○米加工品 ※中止 ○米加工品

（食と暮らしの安全推 豆腐 ２０件 １０件

進課）

食品中のアレルギー物 ○うどん，クッキー・ビス ○うどん，クッキー・ビス ○うどん，クッキー・ビス

質検査 ケット，食肉製品 ケット，食肉製品，魚肉 ケット，食肉製品，魚肉

（食と暮らしの安全推 ４０件 ねり製品，インスタント ねり製品，インスタント

進課） 食品 ４４件 食品 ４８件

農林物資の規格化及び ○食品表示ウォッチャー報 ○食品表示ウォッチャー報 ○食品表示ウォッチャー報

品質表示の適正化に関 告に基づく調査 ２２件 告に基づく調査 ※中止 告に基づく調査 １８件

する法律(ＪＡＳ法)遵 ○その他の情報に基づく調 ○その他の情報に基づく調 ○その他の情報に基づく調

守状況調査 査 ３２件 査 １６件 査 １５件

（食と暮らしの安全推

進課）

不当景品類及び不当表 ○調査・指導件数 ９件 ○調査・指導件数 ８件 ○調査・指導件数 １件

示防止法(景品表示法)

に基づく調査指導

（食と暮らしの安全推

進課）

宮城県食品表示ウォッ ○５０人委嘱 ○ 人委嘱 ※中止 ○１００人委嘱

チャー ○毎月１０品目のモニタリ ○毎月１０品目のモニタリ ○毎月５品目のモニタリ

（食と暮らしの安全推 ング ング ※中止 ング

進課） ○調査店舗数 ○調査店舗数 ※中止 ○調査店舗数

１，２８３店舗 店舗 １，３５５店舗

うち疑義あり６１店舗 うち疑義あり 店舗 うち疑義あり３６店舗

輸入生かき偽装防止特 ○監視・指導回数 ○監視・指導回数 ○監視・指導回数

別監視員（オイスター ３６回 ２０回 １３回

Ｇメン）による監視・

指導

（食と暮らしの安全推

進課）
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２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

項 目 平成２1年度 平成２３年度 平成２４年度

各農業改良普及センタ ○相談件数 ○相談件数 ○相談件数
ーに設置した「地域の １３３件 ４６件 ５４件
食と農の相談窓口」に
おける相談件数
(農業振興課）

消費者対象の講座及び ○開催回数 ○開催回数 ○開催回数
現地農業見学会等の開 ２０回 １回 ４回
催（食と暮らしの安全
推進課）

（２）県民参加

項 目 平成２1年度 平成２３年度 平成２４年度

みやぎ食の安全安心消 ○モニター登録数 ○モニター登録数 ○モニター登録数
費者モニター数 ９１４人 ７７２人 ７７４人
（食と暮らしの安全推
進課）

みやぎ食の安全安心取 ○宣言者数 ○宣言者数 ○宣言者数
組宣言 ６５，７２０生産者 ６５，７２１生産者 ６５，７１８生産者
（食と暮らしの安全推 ３，３２０事業者 ３，２６５事業者 ３，１７６事業者
進課）

みやぎ食の安全安心県 ○配布部数 ○配布部数 ○配布部数
民総参加運動ＰＲ用リ 当初作成１２，０００部 当初作成１２，０００部 当初作成１２，０００部
ーフレットの作成配布
（食と暮らしの安全推
進課）

食品表示１１０番に寄 ○受付件数 ○受付件数 ○受付件数
せられた違反疑義情報 １４９件 ５２件 ３０件
に基づく指導
（食と暮らしの安全推
進課）

食の１１０番に寄せら ○受付件数 ○受付件数 ○受付件数
れた相談等 １４７件 ２４６件 ２０８件
（食と暮らしの安全推
進課）

地方懇談会 ○開催か所数 ○開催か所数 ※中止 ○開催か所数
（食と暮らしの安全推 県内１５か所 県内 か所 県内４か所

進課） （延べ１６回） （延べ 回） （延べ５回）
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３ 食の安全安心を支える体制の整備

（１）体制整備及び関係機関等との連携強化

項 目 平成２１年度 平成２３年度 平成２４年度

庁内連絡会議等 ○食の安全安心推進員会議 ○食の安全安心推進員会議 ○食の安全安心推進員会議
（食と暮らしの安全推 １２回 １０回 １２回
進課） ○みやぎ食の危機管理対応 ○みやぎ食の危機管理対応 ○みやぎ食の危機管理対応

チーム会議定例会議等 チーム会議定例会議等 チーム会議定例会議等
１２回 １０回 １２回

（２）みやぎ食の安全安心推進会議

項 目 平成２１年度 平成２３年度 平成２４年度

みやぎ食の安全安心推 ○開催回数 ○開催回数 ○開催回数
進会議（食と暮らしの ３回 ３回 ３回
安全推進課）
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資料編

◇ 用 語 集 ◇

あ

●アレルギー物質

アレルギーなどの過敏症を起こす物質のことで，近年，アレルギー物質を含む食品が原因

の健康被害が多く見られることから，こうした被害を未然に防止する観点から，アレルギー

物質の表示が平成 14 年に法制化されました。厚生労働省では，食物アレルギーを起こす頻
度が高いものや重篤（病状が著しく重い）なアレルギーを起こすことが明らかになった７品

目（小麦，そば，卵，乳及び落花生，えび，かに）を，「特定原材料」として表示を義務付

け，また，それらに準ずるものとして，１８品目（あわび，いか，いくら，オレンジ，キウ

イフルーツ，牛肉，くるみ，さけ，さば，大豆，鶏肉，バナナ，豚肉，まつたけ，もも，や

まいも，りんご，ゼラチン）について表示を奨励しています。

●遺伝子組換え食品

食品となる植物等に，細菌やウイルスなどの有用な遺伝子を組み込む遺伝子組換え技術に

より作られる食品のことです。食品生産の量的・質的向上や害虫や病気に強い農作物の改良，

加工特性などの品質向上に資することが期待されています。組換え DNA 技術を応用した食
品は，農作物及びその加工食品と組換えＤＮＡ技術を利用して得られた微生物から製造した

食品添加物があります。

遺伝子組換え食品については安全性審査が義務化されており，未審査のものは輸入，販売

等が禁止されています。また，大豆，とうもろこし，ばれいしょ，なたね，綿実，アルファ

ルファ，てんさいの 7 種，及びその加工食品の３２食品群について，遺伝子組換え食品を使
用している場合は「遺伝子組換え」と，使用の有無が不明の場含は「遺伝子組換え不分別」

と表示することが義務付けられています。

●牛海綿状脳症（ＢＳＥ：Bovine Spongiform Encephalopathy）
牛の病気。脳の神経細胞が空胞化し，スポンジ状になることから名付けられました。起立

不能や行動異常等の神経症状を示し，発病後２週間から６か月で死に至ります。治療法はあ

りません。ＢＳＥ感染牛を原料とした肉骨粉を飼料として牛に給与したことにより，感染が

拡大しました。原因たんぱく（異常プリオン）に感染した脳・脊髄・目，回腸遠位部やせき

柱に含まれる背根神経節等を食べることで人間にも感染するといわれています。１９８６年

にイギリスで初めて発生が確認され，日本でも２００１年９月に第１号の発生が確認されま

した。

●エコファーマー

環境と調和した農業生産をより一層推進するため，平成１１年に「持続性の高い農業生産

方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」が制定されました。
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この法律は，たい肥等を活用した土づくりと化学肥料や化学農薬の使用の低減を一体的に行

う生産方式を導入しようとする農業者に対し，支援を行うものです。

この法律に基づいて，知事の認定を受けた農業者を「エコファーマー」と呼びます。

●オイスターＧメン（輸入生かき偽装防止特別監視員）

輸入生かき混入（偽装）を防止し，宮城のかきの信頼回復を図るため，県内のかき仲買・

袋詰め業者が偽装防止などを目的に設立した「宮城県産生かき適正表示協会」に加盟し県内

で生かきを取り扱う仲買・袋詰め業者を主な対象として，抜き打ち調査等を行うものです。

か

●貝毒

二枚貝類（ホタテ，かき，あさり等）は，海水中のプランクトンを餌にしていますが，海

水中には時として有毒なプランクトンが発生します。それを摂取した二枚貝は，その毒成分

を体内の中腸腺（ヒトの肝臓及び膵臓に相当する器官）に蓄積し，それが原因となって本来

無毒である二枚貝が毒化します。これが貝毒です。

貝毒には麻痺性貝毒と下痢性貝毒の２種類があり，貝毒の毒量はマウス・ユニット（ＭＵ）

という単位で表され，各々規制値が定められています。

麻痺性貝毒は可食部１ｇあたり４ＭＵ，下痢性貝毒では可食部１ｇあたり０.０５ＭＵを
超えると出荷が規制されます。

貝毒は海水中の有毒プランクトン濃度が低くなると，徐々に貝の体内から排出されて消失

します。

●ＧＡＰ(農業生産工程管理) 「ギャップ」と呼称

Good(良い）Aguricultual（農業）Practice(やり方）の頭文字をとっています。
農林水産省は「農業生産工程管理」，日本ＧＡＰ協会は「適切な農場管理と実践」と訳し

ています。

農業生産工場において，生鮮農産物の安全性確保などを主な目的とし，生産から出荷の段

階で想定される３つの危害，化学的危害（残留農薬など），物理的危害（異物混入など），

生物的危害（病原微生物など）を未然に回避するための農業生産管理ポイントを整理し，そ

れを実践・記録する取組のことです。

従来は最終の収穫物をサンプリングしての「ファイナルチェック方式」(結果管理）であ

ったが，ＧＡＰではＩＳＯやＨＡＣＣＰのような「プロセスチェック方式」（工程管理）の

考え方を農業現場に導入したものです。

●牛肉トレーサビリティ法（牛の個体識別のための情報の管理及び伝違に関する特別措置法）

（平成１５年６月１１日法律第７２号）

平成 13 年 9 月に国内で初めて発生した牛海綿状脳症（BSE）への対応策として，平成 15
年 6 月に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛肉トレーサ
ビリティー法)が制定されました。この法律は，現存する牛や消費者の元に届いた牛肉につ
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いて，そこに至るまでの経過を追跡・遡及することを可能とするために制定されました。

これにより，国内に現存する全ての牛はそれぞれ固有の個体識別番号を付与され，この番

号に基づいた各種情報の管理が義務付けられています。

●景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)(昭和３７年５月１５日法律第１３４号)

消費者を惑わす過大な景品付き販売や，誇大な広告，不当な表示を規制し，公正な競争を

確保し，消費者の利益を保護することを目的とした法律です。

●健康増進法（平成１４年８月２日法律第１０３号）

わが国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い，国民の健康の増進の重要

性が著しく増大していることにかんがみ，国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な

事項を定めるとともに，国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講

じ，もって国民保健の向上を図ることを目的として，平成１４年８月に制定され，平成１５

年５月１日に施行されたものです。

特別用途表示について規定する食品関係の内容としては，健康保持増進の効果などについ

ての虚偽または誇大な広告等の表示の禁止などについて規定しています。

●高病原性鳥インフルエンザ

高病原性鳥インフルエンザは鳥インフルエンザのうち，発症すると致死率が 100%に近く，
鶏，七面烏，うずら等が感染すると，全身症状を起こし，神経症状（首曲がり，元気消失等），

呼吸器症状，消化器症状（下痢，食欲減退等）等が現れ，鳥に対して特に高い病原性を示す

特定のウイルスによる疾病です。

なお，わが国では H ５亜型，H ７亜型のＡ型インフルエンザのうち，鶏への病原性確認
検査又はウイルス遺伝子分析により病原性が高いと判断されたものを高病原性インフルエン

ザ，病原性が低いと判断されたものを低病原性鳥インフルエンザとしています

高病原性鳥インフルエンザが，食品を介して人に感染する可能性は，現時点ではないもの

と考えられており，鶏卵や鶏肉を介した感染例は世界的にも報告されていません。鳥インフ

ルエンザウイルスは適切な加熱により死減するとされており，一般的な方法として，食品の

中心温度を 70℃に達するように加熱することを推奨しています。

●コーデックス委員会

（ＣＯＤＥＸ ＡＬＩＭＥＮＴＡＲＩＵＳ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ ：ＣＡＣ）

コーデックス委員会は，ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品企画計画の実施機関として，1962年に，
ＦＡＯ（国連食糧農業機関）とＷＨＯ（世界保健機構）が合同で設立した国際政府間組織で，

その設置目的は，国際食品企画の策定を通じて，消費者の健康を守るとともに，食品貿易に

おける公正を確保することです。

コーデックス委員会が策定した食品規格は，ＷＴＯ（世界貿易機関）の多角的貿易協定の

もとで，国際的な制度調和を図るものとして位置付けられています。事務局はイタリアのロ

ーマに置かれており，２００９年３月現在の加盟国は１８０カ国及び１機関で，我が国は

1966年に加盟しています。
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●残留農薬

「残留農薬」とは，農薬の使用に起因して食品に含まれる特定の物質をいいます。農薬が残

留した食品を摂取することにより，人の健康を損なうことがないよう，食品衛生法に基づく

「食品，添加物等の規格基準」において農産物に残留する農薬の成分である物質の量の限度

が定められています。残留農薬基準を超えるような農薬が残留している農産物は販売禁止等

の措置が取られることになります。

●ＪＡＳ法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)

(昭和２５年５月１１日法律第１７５号)

食品衛生法とともに食品の表示を規制する法律であり，農林物資の品質の改善・生産の合

理化・取引の単純公正化・使用又は消費の合理化を図ることと，適正表示によって一般消

費者の選択に資することを目的に農林水産大臣が定めています。

農林水産大臣が制定した日本農林規格による格付検査に合格した製品にＪＡＳマークを付

けることを認めるＪＡＳ規格制度（有機食品の検査，認証も含む）と，品質表示基準に従

った表示をすべての飲食料品に義務づける品質表示基準制度の２つの制度からなっていま

す。

●ＪＰＰ－ＮＥＴ（植物防疫情報総合ネットワーク）

ＪＰＰ－ＮＥＴは，(社)日本植物防疫協会が運用する農作物の病害虫防除に関する情報を

総合的に取り扱う会員制のネットワークです。病害虫防除に関する最新情報を提供していま

す。

●食育

食育とは，様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し，健全な食生活

を実践することができる人間を育てることであり，生きる上での基本となるものです。

●食育推進ボランティア

食と農に関する知識，技術，経験等を持ち，これらの知識等を地域社会に広げる活動をす

るボランティアのことで，食生活改善推進員，栄養士，調理師等などの個人や食品製造企業，

農業者団体，食文化研究会などの企業・団体などをメンバーとしています。

●食中毒

食中毒の原因となる細菌，ウイルスが付着した食品や，有毒・有害な物質が含まれた食品

を食べることによって，下痢，嘔吐，腹痛，発熱などの健康被害が起こることです。

食中毒の約 5割は，食べ物の中で増えた食中毒菌や食中毒菌が作った毒素を食べることに
より起きる細菌性食中毒です。細菌性食中毒の主なものは，カンピロバクター，サルモネラ，

腸炎ビブリオ，黄色ブドウ球菌，腸管出血性大腸菌Ｏ１５７等があります。

このほか，ノロウイルス等のウイルスを原因とする食中毒や，毒キノコや貝毒，フグ毒など
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による自然毒食中毒，洗剤や農薬などの化学物質の混入による化学性食中毒があります。

なお，食べ過ぎ，飲み過ぎによる体調不良，ビタミン欠乏による栄養障害，食品中に混入

したガラス，針などの異物による物理的・機械的障害，熱いものの摂取によるやけどなどは

食中毒に含まれません。

●食鳥検査

平成 2 年 6 月 29 日「食烏処理の事業の規制及び食烏検査に関する法律」(食鳥検査法)が
公布され，それまで「食鳥処理加工指導要領」により実施していた全羽自主検査が，平成 4
年 4 月 1 日から，食鳥検査に変更されました。年間 30 万羽を超える処理を行う食鳥処理場
では，都道府県知事の検査として，獣医師である食鳥検査員の検査を受けなければならない

ことになりました。

また，30 万羽以下を処理する食烏処理場では，都道府県知事の認定を受けた事業者が確
認規定に従い，基準に適合していることを確認しています。

●食鳥検査員

食鳥検査員は，都道府県知事が指定する，食鳥処理場で処理される食鳥の検査及び衛生指

導等の職務に従事する都道府県の職員（獣医師）。本県では，食肉衛生検査所及び仙南保健

所，塩釜保健所岩沼支所に配置しています。

●食鳥処理場

食鳥検査法に基づき，食用に供する目的で食鳥（鶏，あひる，七面鳥等）をと殺し，羽毛

を除去し，食鳥と内臓を摘出する行為を行う施設をいいます。

●食鳥処理法（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律）

「食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに，

食鳥検査の制度を設けることにより，食鳥肉に起因する衛生上の危害の発生を防止し，も

って国民の健康の保護を図ること。」を目的として，平成２年に制定され，食鳥処理業の許

可，食鳥検査，食鳥処理業者の尊守事項等について規定されています。

●食品安全委員会

食品安全基本法に基づき内閣府に設置された委員会で，健康への悪影響について科学的評

価（食品健康影響評価）を実施し，それに基づいた勧告を行う他，消費者，食品関連事業者

などの関係者相互における幅広い情報や意見の交換，重大な食品事故の発生等の緊急事態へ

の対応を行う機関です。7名の委員から構成され，その下に専門調査会が設置されています。

●食品安全基本法（平成１５年５月２３目法律第４８号）

食品の安全性の確保を総合的に推進することを目的として平成１５年５月に制定されまし

た。

この法律に基づき，食品健康影響評価を専門的に行う「食品安全委員会」が内閣府に設置



- 54 -

されており，食品健康影響評価に基づき，各省庁では安全確保のための規格基準を定めるな

ど具体的な施策を策定し，実施します。

また，情報の公開，関係者相互の情報・意見の交換促進についても規定されています。

●食品衛生監視員

都道府県知事等に任命され，食品に起因する衛生上の危害を防止するために，食品関連営

業施設等の監視指導，食品，添加物等の収去検査，ＨＡＣＣＰなどの高度衛生管理方式の

普及等の職務に従事する，薬剤師・獣医師等の資格を持った都道府県等の職員で，保健所

や食肉衛生検査所等に配置されています。

●食品衛生法(昭和 22年 12月 24日法律第 233号)
昭和２２年に「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置

を講ずることにより，飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し，もって国民の健康の

保護を図ること。」を目的に制定されたが，ＢＳＥ問題や偽装表示問題などを契機とする食

品の安全に対する国民の不安や不信の高まりから，食品の安全の確保のための施策の充実

を通じ，国民の健康の保護を図ることを目的として，平成１５年５月に改正された。

改正食品衛生法は，①国民の健康の保護のための予防観点に立ったより積極的な対応，②

事業者による自主管理の促進，③農畜水産物の生産段階の規制との連携という３つの視点

に基づき見直されており，新たに食品関係事業者の責務の明確化等が盛り込まれています。

●食品添加物

食品添加物とは，食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で，食品

に添加，混和，浸潤その他の方法によって使用する物をいい，保存料，甘味料，着色料等が

該当する。厚生労働大臣が定めたもの以外の添加物並びにこれを含む製剤及び食品の製造，

輸入，使用，販売等は禁止されており，この指定の対象には，化学的合成品だけでなく天然

に存在する添加物も含まれます。

●食品表示ウォッチャー

ＪＡＳ法に基づく食品表示の一層の適正化を図るため，県民から食品表示ウォッチャーを

公募し，食品販売店における日常の買い物等を通じて食品表示のモニタリングをしていただ

くとともに，その結果を県に情報提供していただくものです。県は，その情報に基づき監視

・指導を行います。

●飼料安全法(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)

(昭和２８年４月１１日法律第３５号)

飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制，飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等

を行うことにより，飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り，公共の安全の確保と畜産物

等の生産の安定を目的とした法律です。有害物質を含む飼料等の製造，輸入，販売，使用（家

畜等への供与）の禁止，家畜等に飼料供与した場含の飼料の種類，使用年月日，場所，家畜

の種類，使用量等の記録とその保管などについて規定しています。
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●腸管出血性大腸菌 ‚０１５７
オー

大腸菌は，家畜や人の腸管内にも存在し，ほとんどのものは無害であるが，一部のものは，

人に急性の下痢や胃腸炎等の消化器症状や合併症を引き起こすことがあり，病原大腸菌ある

いは下痢原性大腸菌と呼ばれています。そのうち毒素（ベロ毒素）を産生し，出血を伴う腸

炎や溶血性尿毒症症候群（HUS）を起こす大腸菌を腸管出血性大腸菌といいます。この菌に
よる感染症の典型的臨床症状は出血性大腸炎で，血清型が（Ｏ１５７：H7）の菌を特に腸
管出血性大腸菌Ｏ１５７と呼びます。この菌による食中毒事件は，米国のハンバーガーによ

る大規模な食中毒事件があり，4 名の死者を出したことで予防対策がとられるようになりま
した。このほかにも同様の症状を現すものとして O２６，O１１１などがあります。
日本では，平成 8年に全国で腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒事件が多発し，社会

問題になりました。

●動物用医薬品

専ら動物に用いられる医薬品（抗生物質や寄生虫駆除剤など）であり，動物の病気の治療

または予防に使用されています。「薬事法」に基づき便用が規制されており，対象動物，用

法及び用量，使用禁止（出荷制限，休薬）期間など使用者が守る基準が定められています。

●特別栽培農産物

その農産物が生産された地域で慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状

況に比べて，農薬の使用回数が 50%以下，化学肥料の窒素成分量が 50%以下の双方の条件
を満たして栽培された農産物をいいます。

県では，この条件を満たした農産物を認証する制度を設けており，認証を受けた農産物に

は県が指定する認証マークを付けて出荷することができます。これにより，消費者に対する

信頼性の確保と環境保全型農業の取組の拡大を図っています。

●と畜場

と畜場法に基づき，食用に供する目的で獣畜（牛，馬，豚，山羊，羊）をと殺し，または

解体するために設置された施設をいいます。

●と畜場法(昭和２８年８月１日法律第１１４号)

「と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の

見地から必要な規制その他の措置を講じ，もって国民の健康の保護を図ること。」を目的と

して昭和２８年に制定され，と畜場の設置の許可，と畜場の衛生管理，と殺または解体の

検査等について規定されています。

●トレーサビリテイ(システム)

トレーサビリティとは，trace（追跡）と ability（可能）を合わせた言葉で，食品の生産，
加工，流通等の各段階で，原材料（食品）が，いつ，どこで，どのように生産・流通・加工
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されたかについて，追跡又は遡って調査できる仕組みをいいます。食品事故が発生した場合

の迅速な回収や，原因究明により危害の未然防止・拡大防止への活用が期待されます。

また，最近では，食品を購入した消費者がその生産履歴等を IT などの活用により知るこ
とができるシステムが開発されており，消費者への情報提供の面からも活用が期待されてい

ます。その一方で，コストを誰が負担するのか，導入しても実質的な利用があるのかといっ

た課題もあります。

なお，国産牛肉及び米については，トレーサビリティに取り組むことが義務づけられてい

ます。

な

●農薬

農薬取締法において，農薬とは，農作物（樹木及び農林産物を含む。以下，「農作物等」

という。）を害する菌，線虫，だに，昆虫，ねずみその他の動植物またはウイルスの防除に

用いられる殺菌剤，殺虫剤その他の薬剤および農作物等の生理機能の増進または抑制に用い

られる成長促進剤，発芽抑制剤その他の薬剤と定義されています。

また，農作物等の害虫を食べるクモなどの天敵も農薬とみなすとされています。

用途別に見ると，害虫を防除する殺虫剤，農作物等にとって有害な菌細菌や糸状菌を防除

する殺菌剤，雑草を防除する除草剤，種なしぶどうなどを作る際に用いられるいわゆる植物

成長調整剤などがあります。

現在栽培されている農作物等の中には，農薬を使用しなければ，ほとんど収穫できないも

の（例：りんご，もも）もあることから，病気や害虫，また雑草の害を食い止め，品質のよ

い農作物等を安定的に供給するために農薬が使われています。また，真夏の草取りなど，農

作物等の生産者の過重な労働の軽減にも役立っています。

国内で農薬を使用する場合は，農薬取締法に基づき登録された農薬でなければなりません。

農薬取締法では，農薬登録時に定められた使用方法を遵守しなければならないこととされ

ています。（使用基準）

食品衛生法に基づき食品中に残留する農薬の残留基準を設定し，安全確保を図っています。

●農薬管理指導士

農薬取締法に基づき農薬の安全使用や保管管理について適正になされるとともに，使用者

等に対し適切に指導できるよう農薬販売業者やＪＡ職員等農薬の専門知識を有する必要があ

る方々を対象として，県が研修を実施し，試験を経て認定しています。また，指導的農業者

を対象としては，これまで研修を経て「農薬適正使用推進員」として認定しておりましたが，

平成２２年度以降は，農薬管理指導士として制度を統一することとしております。

●農薬取締法(昭和２３年７月１日法律第８２号)

農薬について登録制度を設け，販売及び使用の規制を行うことにより，農薬の適正使用の

確保等を図り，もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに，国民の生活環

境の保全を目的とした法律です。
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農薬の登録制度では，国に登録された農薬のみが製造，輸入，販売，使用できる仕組みに

なっています。また，薬効，薬害，毒性，残留性等試験の結果を基に，その農薬を使用でき

る作物，使用量，濃度，使用時期，使用回数等の使用に関する基準が定められています。

●ノロウイルス

ヒトの小腸粘膜で増殖するウイルスで，他の食中毒菌と異なり，食品中では増殖しません。

このため，人から排出されたウイルスが，河川等を経て海にたどり着き，カキなどの二枚貝

の内臓に蓄積されるものと考えられています。

従前は小型球形ウイルス又は SRSV（Small Round Structured Virus）と呼ばれていましたが，
遺伝子学的な分類でノロウイルスとそれ以外のものに分けられることがわかったため，SRSV
のうちノロウイルスと同定されるものについては，この名称を用いることになりました。

潜伏時間は 24 ～ 48 時間で，主症状は下痢，吐き気，嘔吐，腹痛，発熱（38 ℃以下）な
ど風邪に似た症状を呈し，冬場に多く発生する傾向があります。

ウイルスを取り込んだカキなどの二枚貝を不十分な加熱で食べた場合や，感染者の用便後の

手洗い不足等により，ウイルスに汚染された食品を食べた場合などに感染するおそれがあり

ます。なお，感染者の便や吐しゃ物に接触したりすることにより二次感染を起こすこともあ

ります。

予防策としては，中心まで十分に加熱して食べることや手洗いの徹底等があげられます。

平成９年５月に改正された食品衛生法で，食中毒病因物質に小型球形ウイルス(SRSV)
が追加され，さらに平成１５年８月の改正で，この病因ウイルス名が小型球形ウイルス

(SRSV)からノロウイルス（ＮＶ）に変更されています。

は

●ＨＡＣＣＰ（ハサップと呼ばれています。）（危害分析重要管理点） Hazard Analysis Critical
Control Point
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）における宇宙食の製造に当たって，食品の安全性を高度に保

証する衛生管理手法として開発されました。この衛生管理手法は，食品の製造・加工工程

のあらゆる段階で発生するおそれのある危害についてあらかじめ調査・分析（Hazard
Analysis）し，この分析結果に基づいて，より安全性が確保された製品を得るために特に厳
重に管理する必要がある段階を重要管理点（Critical Control Point）と定め，これが遵守され
ているかどうかを常時監視することにより，製造工程全般を通じて製品のより一層の安全

性を確保する手法です。

日本でも，平成 7 年に国がこの考え方を導入し，公的に認める衛生管理システムとして，
総合衛生管理製造過程の承認制度があります。

●ＢＳＥスクリーニング検査

牛がＢＳＥに感染していないかどうかを，牛の脳の一部（延髄）を取り出して，そこにＢ

ＳＥの原因と考えられる異常プリオンがあるかないか調べるための一次検査です。

国内では，初のＢＳＥ感染牛が確認されて以降，平成 13 年 10 月 18 日から，と畜場でと
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殺解体されるすべての牛について全国の食肉衛生検査所等において実施されていました。検

査対象月齢は，段階的に引き上げられたものの，牛の全頭検査は継続されました。

その後，国内外のリスクが大きく低下してきたことを踏まえ，食品安全委員会の食品健康

影響評価結果に基づき，平成 25 年 7 月 1 日から，国産牛のＢＳＥ検査対象月齢が４８か月
齢超に引き上げられました。

●ポジティブリスト制

平成１５年の食品衛生法の改正で，農薬，動物用医薬品，飼料添加物（以下農薬等）につ

いてポジティブリスト制が導入されました。施行は平成１８年５月からです。

リストにないものの流通を原則禁止する制度がポジティブリスト制といいます。反対に，

リストにあるものの流通を原則禁止する制度をネガティブリスト制といいます。

食品衛生法では，「食品，添加物等の規格基準」において，農産物等に残留する農薬等の

量の限度（残留基準）が定められています。残留基準を超えて農薬等が検出された場合は，

その食品を流通させることはできません。

農薬等の残留基準設定に関する従来の考え方は，いわばネガティブリスト制で，一定限度

以上の残留を禁止する農薬等をリストにして，基準化していました。従って，残留基準の設

定されていない農薬等が検出されても，その食品の流通を禁止することは，法的にはできま

せんでした。

また，残留基準の設定されている農薬等の数も国内外で使用されている農薬等に対してそ

の約 3分の 1程度しか基準化されていませんでした。
ポジティブリスト制では，原則的に必要とされる農薬に対して可能な限り基準化を行うと

ともに，残留基準が定められていない農薬等であっても，残留基準のない農薬等に対する「一

律基準」を設定し，それを超えて農薬等が検出された食品の流通が禁止されます。

ま

●宮城県食品衛生監視指導計画

食品衛生法に基づき都道府県等が実施する監視指導等について，厚生労働大臣が定める食

品衛生監視指導指針を踏まえて，都道府県知事等が毎年計画を定めるものです。

地域の実情を踏まえた食品衛生関係施設に対する重点的，効率的かつ効果的な監視指導の

ほか，流通する食品の検査，自主衛生管理の指導なども含めて計画を策定します。

●宮城県産生かき適正表示協会

宮城県産食品に係る表示の適正化を推進し，消費者の信頼を得るため，業者自らが自主基

準を制定し，これを県が認証する制度である「宮城県産食品に係る適正表示協会制度」（平

成１４年９月２４日設置）に基づき，宮城県産生かきに係る食品表示の適正化のために，県

内のかき仲買・袋詰め業者により平成１４年１０月４日に設置されたものです。
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●みやぎ食の安全安心県民総参加運動

「みやぎ食の安全安心推進条例」に基づき，「安全で安心できる食」の実現を目指し，食

の安全安心確保対策が，持続的かつ着実な取組が図られるよう「食の安全安心取組宣言」及

び「食の安全安心消費者モニター制度」を中心に，消費者，生産者・事業者及び行政の協働

した取組として県民総参加運動を展開するものです。

●みやぎ食の安全安心消費者モニター制度

消費者の役割を自らの行動により積極的に果たす人材を育成するとともに，多くの消費者

の目で食の安全安心を確認することを目的として，県内に住む食の安全安心に関心のある消

費者の方々に消費者モニターとして登録してもらい，正確な知識の習得，日ごろの情報収集，

県への情報提供，各種講習会等への参加等の活動を行ってもらうものです。

●みやぎ食の安全安心取組宣言

生産者・事業者の食の安全安心に関する取組を消費者に伝えることにより，自らの食の安全

安心への意識の高揚を図り，消費者が食品を選択し購入する際の目安を提供することを目的と

しているものです。生産者・事業者は，県のガイドラインに従い自主基準を定め，その基準を

公開するとともに，県が認めたロゴマークを使用して，食の安全安心の取組を広く県民にＰＲ

します。

●みやぎ食の危機管理基本マニュアル

食の危機の未然防止を図るとともに，危機発生時においては，迅速かつ適切な危機対応を

行い，県民の食の安全安心の確保と風評被害による経済的損失を最小限に止めることを目的

とするものです。マニュアルでは，危機の未然防止に向け，食の危機管理対応チームを設置

し，非常時のみならず平常時においても情報の収集，共有化，必要な庁内調整等を行うこと

としております。

●みやぎ食品衛生自主管理登録・認証制度

宮城県では，平成１６年１０月に国の HACCP（ハサップ；危害を分析し，重要管理点を
定めて監視することにより，食品の危害発生を防止するシステム）承認制度より対象を広

げ，県内（仙台市を除く。）の中小の食品製造，加工，調理を行っている施設でも HACCP
の手法を取り入れ，一定レベル以上の衛生水準を保っている施設を評価し，業界全体の衛

生レベルの向上を図るために，独自の食品衛生自主管理登録・認証制度を開始しました。

制度の概要

① 知事が要綱で定めた基準以上の施設・設備等を備え，自主衛生管理を行っていると

認められる県内（仙台市を除く。）の食品製造施設等について保健所（支所）長が施

設の「登録」を行います。

② 登録した施設が自主衛生管理を１年以上実施しているとともに，特定した主要食品

を製造，加工又は調理する工程で基準以上の衛生管理方式を実施していると認められ

る施設について知事が「認証」を行います。
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●無登録農薬

無登録農薬とは，農薬取締法の規定に基づく農林水産大臣の登録を受けずに，農薬的な使

用を目的に販売・使用されている資材のことをいい，無登録農薬のラベルには登録番号の表

示がありません。

登録を受けた農薬には，「農林水産省登録番号○○号」のように必ず農林水産省の登録番

号が効果のある作物や病害虫名とその使用方法とともに記載されます。

無登録農薬と呼ばれるケースとしては，過去に登録されていた農薬で，安全等に問題があ

り販売・使用が禁止されているものや，日本では登録されていない外国の農薬などがありま

す。

ら

●リスク(Risk)
食品中にハザード（危害要因）が存在する結果として生じる健康への悪影響の起こる可能

性とその程度(健康への悪影響が発生する確率と影響の程度)をいいます。

●リスク管理(Risk Management)
リスク評価に基づき，すべての関係者と協議しながらリスク低減のための複数の政策・措

置について技術的な可能性，費用対効果などを検討し，適切な政策・措置を決定，実施する

こといいます。政策・措置の見直しも含みます。

●リスクコミュニケーション(Risk Communication)
リスク評価（後記）やリスク管理を行う中で，生産者から消費者に至るすべての関係者と

の間で，リスクに関する情報・意見交換を行う過程をいいます。

●リスク評価(Risk Assessment)
食品に含まれるハザード（危害要因）を摂取することによって，どの位の確率でどの程度

の健康への悪影響が起き得るかを科学的に評価することをいいます。

●リスク分析(Risk Analysis)
食品を通じてハザード（危害要因）を摂取することによって健康に悪影響を及ぼす可能性

がある場合において，その発生を防止又は抑制する全過程をいいます。可能な範囲で，食品

事故を未然に防止したり，悪影響の起こる確率や程度を最小限にすることなどを目的として

います。
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みやぎ食の安全安心推進条例
平 成 １ ６ 年 ３ 月 ２ ３ 日

宮 城 県 条 例 第 ３ １ 号

目次

第１章 総則（第１条―第５条）

第２章 食の安全安心基本計画（第６条）

第３章 食の安全安心の確保に関する施策（第７条―第１４条）

第４章 みやぎ食の安全安心推進会議（第１５条―第２０条）

第５章 雑則（第２１条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、県民の生命及び健康に関する権利の重要性にかんがみ、県民が健やかな食生活を営むための

食品の安全性及び信頼性（以下「食の安全安心」という。）の確保に向け、県及び生産者・事業者の責務並びに

消費者の役割を明らかにするとともに、県、生産者・事業者及び消費者（以下「関係者」という。）による協働

した取組を促進する施策の方針を定めることにより、食の安全安心の確保に関する施策を総合的に推進すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 食品 すべての飲食物（薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１項に規定する医薬品及び同条第

２項に規定する医薬部外品を除く。）をいう。

二 生産者・事業者 食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第８条第１項に規定する食品関連事業者を

いう。

三 関係法令 食品安全基本法、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、農薬取締法（昭和２３年法律第

８２号）、肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律（昭和２５年法律第１７５号）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３

５号）、と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、薬事法、不当景品

類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５

年法律第１３９号）、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第７０号）、ダイオ

キシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）、牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第

７０号）、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）その他食の安全安心に関連する法令（条例及び規則を

含む。）で現に効力を有するものをいう。

（県の責務）

第３条 県は、食の安全安心の確保に関しては県民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に、施策を実

施しなければならない。

２ 県は、国及び市町村との役割分担を踏まえて、食品の生産から販売及び消費に至る一連の過程（以下単に「一

連の過程」という。）において、必要な食の安全安心の確保に関する施策を適切に実施しなければならない。

（生産者・事業者の責務）

第４条 生産者・事業者は、関係法令を遵守し、安全で安心できる食品が消費者に提供されるよう必要な措置を

適切に講ずる責務を有する。

２ 前項に定めるもののほか、生産者・事業者は、県が第３章の規定に基づいて実施する食の安全安心の確保に

関する施策及び措置に協力する責務を有する。

（消費者の役割）

第５条 消費者は、食の安全安心に関する正しい知識を身に付けるとともに、生産者・事業者及び関係行政機関

に対し、意見を述べ、又は提案を行うように努めることによって、食の安全安心の確保に関し、積極的役割を

果たすものとする。

第２章 食の安全安心基本計画

第６条 知事は、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、食の安全安心の確保に関

する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
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２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 食の安全安心の確保に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

項

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう適切な措置を講じなければ

ならない。

４ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、みやぎ食の安全安心推進会議の意見を聴くとともに、

議会の議決を経なければならない。

５ 知事は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第３章 食の安全安心の確保に関する施策

（生産及び供給体制の確立）

第７条 県は、生産者・事業者が安全で安心できる食品を生産し、及び供給するための体制の確立に関する必要

な施策を実施するものとする。

（監視、指導及び検査の強化）

第８条 県は、食品の安全性、食品の表示の適正化等について、一連の過程において一貫した監視、指導及び検

査に関する必要な施策を実施するものとする。

（情報の共有及び相互理解の促進）

第９条 県は、食の安全安心の確保に関し、情報の収集、分析及び公開に努め、関係者間の情報の共有及び消費

者と生産者・事業者との相互理解の促進に関する必要な施策を実施するものとする。

（体制の整備及び連携の強化）

第１０条 県は、食品の安全性を確保するための試験研究体制の整備並びに食品の摂取による県民の健康に係る

重大な被害の発生の未然防止及び当該被害の拡大を防止するための緊急の対処に係る体制の整備に関する必要

な施策を実施するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、県は、食の安全安心の確保に関し、一連の過程において適切な施策を実施するた

め、国、他の都道府県、市町村等との密接な連携に努めなければならない。

（県民参加）

第１１条 県は、食の安全安心の確保に関し、県民が幅広く主体的に関わることができるよう、県民の参加の促

進に関する必要な施策を実施するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、県は、食の安全安心の確保に関し、広く県民の意見を求めるための必要な措置を

講じ、施策に反映するよう努めるものとする。

（危害情報の申出）

第１２条 県民は、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品についての情報を入手した場合は、県に対して

適切な対応をするよう申出をすることができるものとする。

２ 県は、前項の申出があったときは、当該申出に係る事実を確認するため必要な調査を行い、当該申出の内容

に相当の理由があると認めるときは、関係法令に規定する必要な手続をとるものとする。

（自主基準の設定及び公開）

第１３条 生産者・事業者は、県民の安全で安心できる食品の選択に資するため、知事が別に定めるところによ

り、自らが提供する食品の安全性及び信頼性に関する基準の設定及び公開並びにその遵守に努めなければなら

ない。

２ 県は、前項の規定により生産者・事業者が行う基準の設定及び公開を促進するため、必要な措置を講ずるも

のとする。

（議会への報告）

第１４条 知事は、毎年度、食の安全安心の確保に関して講じた施策を議会に報告するとともに、公表するものと

する。

第４章 みやぎ食の安全安心推進会議

（設置等）

第１５条 知事の諮問に応じ、食の安全安心の確保に関する重要事項を調査審議するため、みやぎ食の安全安心

推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。
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２ 推進会議は、次に掲げる事項に関し、情報及び意見の交換を行い、必要があると認めるときは、知事に建議

することができる。

一 食の安全安心の確保に関する県の施策及び施策の評価に関すること。

二 食の安全安心の確保に関する関係者間の相互理解及び関係者の協働に関すること。

三 食の安全安心の確保に関する県民参加の促進に関すること。

四 その他食の安全安心の確保の推進に関すること。

（組織等）

第１６条 推進会議は、委員二十人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験を有する者

二 消費者を代表する者

三 生産者・事業者を代表する者

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

４ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第１７条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第１８条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（意見の聴取等）

第１９条 推進会議は、必要があると認めるときは、議事に関係する者に対し、出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

（会長への委任）

第２０条 この章に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

第５章 雑則

（委任）

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に策定されているみやぎ食の安全安心アクションプラン（政策及び施策の基本的な方向

を定めた部分に限る。）は、第６条第１項の基本計画とする。

（検討）

３ 県は、この条例の施行後３年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）

４ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和２８年宮城県条例第６９号）の一部

を次のように改正する。

別表に次のように加える。

みやぎ食の安全安心推進会議の委員 出席一回につき １１，６００円 ５ 級


